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第１ 実施体制に関する資料

１ 市及び県等連絡先一覧

(1) 市

※市関係衛星電話 総務部総務課防災危機管理室 TEL 202-59 FAX 202-50

二ツ井地域局総務課 TEL 342-59 FAX 342-50

部局等名 課室名 所在地 電話 ＦＡＸ

総務部 総務課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2115 FAX 0185-89-1762

財政課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2122 FAX 0185-89-1763

契約検査課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2222 FAX 0185-54-6460

税務課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2126 FAX 0185-89-1764

企画市民部 総合政策課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2142 FAX 0185-89-1761

市民課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2132 FAX 0185-89-1768

市民まちづくり課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2212 FAX 0185-89-1770

地域情報課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2147 FAX 0185-89-1770

福祉保健部 福祉課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2152 FAX 0185-89-1771

子育て支援課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2946 FAX 0185-89-1771

長寿いきがい課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2156 FAX 0185-89-1791

健康づくり課 能代市字腹鞁ノ沢19-3 TEL 0185-58-2838 FAX 0185-58-2930

国保年金課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2166 FAX 0185-89-1773

環境部 環境企画課 能代市二ツ井町字上台1-1 TEL 0185-73-5501 FAX 0185-73-5618

環境衛生課 能代市二ツ井町字上台1-1 TEL 0185-73-5502 FAX 0185-73-5618

産業振興部 商工港湾課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2186 FAX 0185-89-1775

観光振興課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2179 FAX 0185-89-1776

農林水産課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2182 FAX 0185-89-1774

木材振興課 TEL 0185-89-2250 FAX 0185-89-2251能代市河戸川字南西山18-19

建設部 都市整備課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2196 FAX 0185-89-1779

道路河川課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2192 FAX 0185-89-1778

上下水道部 下水道課 能代市上町11-26 TEL 0185-89-2202 FAX 0185-89-1780

水道課 能代市上町11-26 TEL 0185-52-5221 FAX 0185-54-3347

国体室 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2953 FAX 0185-54-7767

二ツ井地域局 総務課 能代市二ツ井町字上台1-1 TEL 0185-73-2112 FAX 0185-73-5224

企画市民課 能代市二ツ井町字上台1-1 TEL 0185-73-2114 FAX 0185-73-5224

福祉保健課 能代市二ツ井町字上台1-1 TEL 0185-73-5500 FAX 0185-73-5224

産業振興課 能代市二ツ井町字上台1-1 TEL 0185-73-4500 FAX 0185-73-5224

建設課 能代市二ツ井町字上台1-1 TEL 0185-73-5300 FAX 0185-73-5224

会計課 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2206 FAX 0185-89-1782
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部局等名 課室名 所在地 電話 ＦＡＸ

議会事務局 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2923 FAX 0185-89-1784

監査委員事務局 能代市上町1-3 TEL 0185-89-2932 FAX 0185-89-1785

選挙管理委員会事務局 能代市上町1-3 TEL 0185-89-1760 FAX 0185-89-1783

農業委員会事務局 能代市二ツ井町字上台1-1 TEL 0185-73-4515 FAX 0185-73-5618

教育総務課 能代市二ツ井町字上台1-1 TEL 0185-73-2757 FAX 0185-73-6459教育委員会事務局

学校教育課 能代市二ツ井町字上台1-1 TEL 0185-73-5281 FAX 0185-73-6459

生涯学習課 能代市二ツ井町字上台1-1 TEL 0185-73-5285 FAX 0185-73-6459

スポーツ振興課 能代市二ツ井町字上台1-1 TEL 0185-73-5258 FAX 0185-73-6459

(2) 県

部局等名 課室名 所在地 電話 ＦＡＸ

知事公室 総合防災課 秋田市山王3-1-1 TEL 018-860-4563 FAX 018-824-1190

総務課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1041 FAX 018-860-1056

秘書課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1031 FAX 018-860-1034

情報公開課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1071 FAX 018-860-1072

総務企画部 総合政策課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1214 FAX 018-860-3873

人事課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1043 FAX 018-860-3855

財政課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1101 FAX 018-860-3805

税務課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1123 FAX 018-860-3827

市町村課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1231 FAX 018-860-3858

学術国際部 学術国際政策課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1222 FAX 018-860-1225

試験研究推進課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1266 FAX 018-860-6966

情報企画課 秋田市山王3-1-1 TEL 018-860-4271 FAX 018-860-4208

健康福祉部 福祉政策課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1311 FAX 018-860-3841

健康対策課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1422 FAX 018-860-3821

医務薬事課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1401 FAX 018-860-3883

生活環境文化部 県民文化政策課 秋田市山王4-1-2 TEL 018-860-1513 FAX 018-860-3891

地域活動支援室 秋田市山王4-1-2 TEL 018-860-1519 FAX 018-860-3892

環境管理室 秋田市山王4-1-2 TEL 018-860-1601 FAX 018-860-3881

環境整備課 秋田市山王4-1-2 TEL 018-860-1622 FAX 018-860-3856

生活衛生課 秋田市山王4-1-2 TEL 018-860-1592 FAX 018-860-3856

自然保護課 秋田市山王4-1-2 TEL 018-860-1612 FAX 018-860-3835

農林水産部 農林政策課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1723 FAX 018-860-3842

流通経済課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1763 FAX 018-860-3806

水田総合利用課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1783 FAX 018-860-3898

農畜産振興課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1801 FAX 018-860-3822
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部局等名 課室名 所在地 電話 ＦＡＸ

農林水産部 農地整備課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1821 FAX 018-860-3863

農山村振興課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1851 FAX 018-860-3815

水産漁港課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1885 FAX 018-860-3849

秋田スギ振興課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1917 FAX 018-860-3828

森林整備課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-1941 FAX 018-860-3899

産業経済労働部 産業経済政策課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2213 FAX 018-860-3868

商工業振興課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2241 FAX 018-860-3887

資源エネルギー課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2281 FAX 018-860-3814

雇用対策室 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2331 FAX 018-860-3833

建設交通部 建設交通政策課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2415 FAX 018-860-3800

建設管理課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2421 FAX 018-860-3829

都市計画課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2441 FAX 018-860-3845

下水道課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2461 FAX 018-860-3813

道路課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2483 FAX 018-860-3837

河川砂防課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2511 FAX 018-860-3809

港湾空港課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2541 FAX 018-860-3804

建築住宅課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2561 FAX 018-860-3819

出納局 会計課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2711 FAX 018-860-3927

管財課 秋田市山王4-1-1 TEL 018-860-2731 FAX 018-860-3900

企業局 総務課 秋田市山王3-1-1 TEL 018-860-5012 FAX 018-860-5831

公営企業課 秋田市山王3-1-1 TEL 018-860-5073 FAX 018-860-5831

教育庁 総務課 秋田市山王3-1-1 TEL 018-860-5112 FAX 018-860-5851

警察本部 警備第二課 秋田市山王4-1-5 TEL 018-863-1111 FAX 018-863-1451

(3) 県地域振興局

地域振興局名 部・課名 所在地 電話・ＦＡＸ 衛星電話・FAX

山本地域振興局 総務企画部 能代市御指南町1-10 TEL 0185-52-6285 TEL 103-59

地域企画課 FAX 0185-55-2296 FAX 103-50

福祉環境部 能代市御指南町1-10 TEL 0185-52-4331 －

企画福祉課 FAX 0185-52-4114 －

農林部 能代市御指南町1-10 TEL 0185-52-2161 －

農林企画課 FAX 0185-54-4172 －

建設部 能代市御指南町1-10 TEL 0185-52-6101 －

企画道路課 FAX 0185-54-5226 －
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(4) 隣接市町村

市町村名 担当部・課名 所在地 電話・ＦＡＸ 衛星電話・FAX

北秋田市 市民生活部 北秋田市花園町19-1 TEL 0186-62-1110 TEL 321-59
生活環境課 FAX 0186-62-4224 FAX 321-50

三種町 町民生活課 三種町鵜川字岩谷子8 TEL 0185-85-4833 TEL 345-59
FAX 0185-85-2178 FAX 345-50

八峰町 総務課 八峰町八森字中浜63 TEL 0185-77-2111 TEL 343-59
FAX 0185-77-3569 FAX 343-50

藤里町 町民生活課 藤里町藤琴字藤琴8 TEL 0185-79-2113 TEL 346-59
FAX 0185-79-2116 FAX 346-50

上小阿仁村 住民福祉課 上小阿仁村小沢田字向川原118 TEL 0186-77-2221 TEL 327-59
FAX 0186-77-2227 FAX 327-50

２ 大規模集客施設等に関する資料
(平成１７年４月現在)

幼 稚 園 小 学 校 中 学 校 高 校 特 殊 教 大 学 病 院 大 規 観 光
保 育 所 育 学 校 模 小 文 化

区 分 売 店 ス ポ
舗 ー ツ

施設

能 代 地 域 14 13 6 5 1 7 17 1
二ツ井地域 3 4 1 1 1

1 7 1合 計 17 17 7 6 18

○大規模小売店舗：大規模小売店舗立地法による届出義務のある店舗（店舗面積1,000㎡以上）
○観光・文化・スポーツ施設：年間入込数１０万人以上の施設（平成１７年度観光統計）
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３ 通信に関する資料

(1) 能代市防災行政無線 能代地域 移動系

（ 、 、 、 、 ）総務課統制台 子器 市民課 道路河川課 農林水産課 教育委員会 宿直室 計5台

可搬（消防本部 通信司令室、東能代・向能代・西各出張所、

向能代・南・扇渕・檜山・鶴形・常盤各地域センター、

商工港湾課、水道課、 計12台）

車載（各課公用車 計26台）

携帯（総務課 計4台）

(2) 能代市防災行政無線 能代地域 固定系（安全情報伝達施設 同報無線）

総務課制御監視局（親局） 落合第一（子局・落合海岸）

落合第二（子局・落合海岸）

消防本部副監視局（遠隔装置） 大森（子局・能代港）

(3) 能代市防災行政無線 二ツ井地域 固定系

二ツ井町庁舎内親局

中継局（七折山）

子局・・二ツ井地区５局、荷上場地区２局、切石地区１局

小繋地区２局

苅又石地区１局、富根地区６局、種梅地区５局

仁鮒地区３局、麻生・下田平地区３局

上山崎地区１局、濁川・釜谷地区２局

小掛～高屋敷地区８局、外面・釜谷・悪戸地区３局

二ツ井消防署遠隔制御局
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４ 医療体制に関する資料

(1) 二次医療圏域別病院数等

（平成17年度病院報告より）

病院に勤務する 病院に勤務する

医師数（単位:人) 看護師・准看護師病 院 数 病 床 数

常 勤 非常勤 計 数 単位:人)(

7 1,398 78 13.3 91.3 600

(2) 関係機関が保有する救急自動車・患者搬送用自動車数

平成 年4月1日現在18

医療機関保有 市町村保有

救急自動車 患者搬送用自動車 患者搬送用自動車

台 数 台 数 搬送定員 台 数 搬送定員

－ １２ ６２ － －

(3) 消防本部が保有する救急自動車及び救急隊員

平成 年 月 日現在18 4 1

救急自動車数 救 急 隊 員 数

計のうち

救急区 分 計 高規格 普通型 計 専任 兼任

救命士数

9 5 4 108 － 108 37消 防 本 部

3 2 1 39 － 39 14能 代 消 防 署

3 1 2 20 － 20 8二 ツ 井 消 防 署
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５ 自主防災組織に関する資料
(1) 自主防災組織の概況

平成18年4月1日現在

項 目 組織数等

組 織 数 自 治 会 等 ３４８

小 学 校 区 ０

そ の 他 ７

計 ３５５

隊 員 数 ２１，４９６

組 織 さ れ て い る 地 域 の 世 帯 数 ２４，４９２

規 約 等 を 定 め て い る 組 織 数 ８

平 常 時 の 活 動 防災訓練 ２７２

防災知識の啓発 ２７２

地域内の防災巡視 ０

三角バケツ消化器等の頒布、

共同購入 ０

その他 ０

災 害 時 の 活 動 危険箇所等の巡視 ２７２

情報等の収集・伝達 ３５５

初期消火 ３５５

負傷者等の救出・救護 ８３

住民の避難・誘導 ２７２

給食給水 ３５５

資機材の保有状況 可搬式動力ポンプ ７

消化器、三角バケツ等

初期消火用資機材 ８０

携帯用無線通信機 １０

ハンドマイク等 ０

テント・タンカ・ハシゴ等

避難救出用資機材 ０

土のう用袋、かや等の

水防用資機材 ０

救急医療用セット ２

ヘルメット、防火衣等の個人装備 ２０

ビデオ装置、救助訓練用人形等 ６
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６ 交通規制に関する資料

(1) 通行の禁止又は制限についての標示

①国民保護法第４２条第２項関係 ②国民保護法第１５５条第１項関係

備考 1 色彩は、文字、縁線及び区分線を青色、斜めの帯及び枠を赤色、地を白色とする。

2 縁線及び区分線の太さは、 センチメートルとする。1

3 図示の長さの単位は、センチメートルとする。

4 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の 倍まで拡大し、又は2

図示の寸法の 分の まで縮小することができる。2 1
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(2) 緊急通行車両についての確認に係る標章（災害対策基本法施行規則第６条）

、 、 「 」 、「 （ ） 」、「 」、「 」、「 」 「 」備考 色彩は 記号を黄色 縁及び 緊急 の文字を赤色 登録 車両 番号 有効期間 年 月 及び 日1

の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を表示する部分を白色、地を銀色とする。

記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。2

図示の長さの単位は、センチメートルとする。3
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７ 赤十字標章等の特殊標章等に関する資料
(1) 赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン

平成１７年８月２日

赤十字標章等、特殊標章等に係る事務の

運用に関する関係省庁連絡会議申合せ

１ 目的

このガイドラインは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成

１６年法律第１１２号。以下「国民保護法」という ）第１５７条及び第１５８条に規定する事。

務を円滑に実施するため、武力攻撃事態等における赤十字標章等（国民保護法第１５７条第１

項の特殊信号及び身分証明書並びに同条第２項の赤十字標章等をいう。以下同じ ）及び特殊標。

章等（国民保護法第１５８条第１項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ ）の交付又は。

使用の許可（以下「交付等」という ）に関する基準、手続等を定めることを目的とする。。

２ 赤十字標章等の交付等に関する基準、手続等

－ 省 略 －

３ 特殊標章等の交付等に関する基準、手続等

(1) 交付等の対象者

（ 。 。）・許可権者 国民保護法第１５８条第２項の指定行政機関長等をいう 以下３において同じ

は、次に定める区分に従い、特殊標章等の交付等を行うものとする。なお 「国民保護措置、

の実施に必要な援助について協力をする者」とは、国民保護法第７０条第１項、第８０条

第１項、第１１５条第１項及び第１２３条第１項に基づいて、許可権者が実施する国民保

護措置の実施に必要な援助について協力をする者等を指すものである。

① 指定行政機関の長が交付等を行う対象者

(ｱ) 当該指定行政機関の職員（その管轄する指定地方行政機関の職員を含む ）で国民保護。

措置に係る職務を行うもの

(ｲ) 当該指定行政機関の長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(ｳ) 当該指定行政機関の長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をす

る者

(ｴ) 当該指定行政機関の長が所管する指定公共機関

② 都道府県知事が交付等を行う対象者

(ｱ) 当該都道府県の職員（③(ｱ)及び⑤(ｱ)に定める職員を除く ）で国民保護措置に係る職。

務を行うもの

(ｲ) 当該都道府県知事の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(ｳ) 当該都道府県知事が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

(ｴ) 当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関

③ 警視総監又は道府県警察本部長が交付等を行う対象者

(ｱ) 当該都道府県警察の職員で国民保護措置に係る職務を行うもの

(ｲ) 当該警視総監又は道府県警察本部長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(ｳ) 当該警視総監又は道府県警察本部長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助につ
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いて協力をする者

④ 市町村長が交付等を行う対象者

(ｱ) 当該市町村の職員（当該市町村の消防団長及び消防団員を含み、⑤(ｱ)及び⑥(ｱ)に定

める職員を除く ）で国民保護措置に係る職務を行うもの。

(ｲ) 当該市町村長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(ｳ) 当該市町村長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

⑤ 消防長が交付等を行う対象者

(ｱ) 当該消防長の所轄の消防職員で国民保護措置に係る職務を行う者

(ｲ) 当該消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(ｳ) 当該消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

⑥ 水防管理者が交付等を行う対象者

(ｱ) 当該水防管理者の所轄の水防団長及び水防団員で国民保護措置に係る職務を行うもの

(ｲ) 当該水防管理者の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(ｳ) 当該水防管理者が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

(2) 交付等の手続、方法等

・特殊標章等の交付等は、次に定める区分に従い行うものとする。

(ｱ) 許可権者の所轄の職員で国民保護措置に係る職務を行うもの及び当該国民保護措置に

係る当該職員が行う職務のために使用される場所等を識別させるための特殊標章等につ

いては、許可権者が作成して交付するものとする。

(ｲ) 許可権者の委託により国民保護措置に係る業務を行う者又は許可権者が実施する国民

保護措置の実施に必要な援助について協力をする者及び当該国民措置に係るこれらの者

が行う業務又は協力のために使用される場所等を識別させるための特殊標章等について

は、原則として当該対象者が許可権者に対して交付の申請（申請書の様式の例は、別紙

の様式１のとおりとする ）を行い、許可権者が作成して交付するものとする。。

(ｳ) 指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する国民保護措置に係る業務を行う者

（当該指定公共機関又は指定地方公共機関の委託により国民保護措置に係る業務を行う

者を含む ）又は当該指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する国民保護措置の。

実施に必要な援助について協力をする者及び当該国民保護措置に係るこれらの者が行う

業務又は協力のために使用される場所等を識別させるための特殊標章等については、指

定公共機関又は指定地方公共機関が自ら作成して許可権者に対して使用の許可の申請 申（

請書の様式の例は、別紙の様式１のとおりとする ）を行い、使用の許可を受けるものと。

する。

・許可権者は、人命の救助等のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待ついとまがな

いと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章のみを交付することができる。

・許可権者は、武力攻撃事態等において交付等を行う方法と平時において交付等をしておく

方法とのいずれを採用するか、対象者の種別、対象者が行うことが想定される国民保護措

置に係る職務、業務又は協力の内容等に応じて定めるものとする。ただし、特殊標章等の

濫用を防止する必要があることを踏まえ、武力攻撃事態等において国民保護措置に係る職

務、業務又は協力を行う蓋然性が少ないと考えられる者に対しては、平時においては特殊

標章等の交付等を行わないものとする。

・許可権者は、申請書の保管、特殊標章等の交付等をした者に関する台帳（当該台帳の様式

の例は、別紙の様式２のとおりとする ）の作成など交付等した特殊標章等の管理を行うも。

のとする。
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・特殊標章等の交付等を受けた者は、特殊標章等を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損

若しくは破損した場合には、特殊標章等の再交付又は再許可を受けることができるものと

する。この場合において、汚損又は破損した特殊標章等を返納しなければならない。

(3) 特殊標章等の様式等

① 特殊標章

・特殊標章は、オレンジ色地に青色の正三角形とし、原則として次の条件を満たすものと

する。なお、そのひな形は図２のとおりである。

(ｱ) 青色の三角形を旗、腕章又は制服に付する場合には、その三角形の下地の部分は、

オレンジ色とすること。

(ｲ) 三角形の一の角が垂直に上を向いていること。

(ｳ) 三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していないこと。

・特殊標章の大きさは、状況に応じて適当な大きさとする。

・特殊標章の色については、オレンジ色地の部分はオレンジ色（ＣＭＹＫ値：C-0,M-36,Y-

100,K-0、ＲＧＢ値：#FFA500）を、青色の正三角形の部分については青色（ＣＭＹＫ値

：C-100,M-100,Y-0,K-0、ＲＧＢ値：#0000FF）を目安とする。ただし、他のオレンジ色

及び青色を用いることを妨げるものではない。

［図２］

・場所等を識別させるための特殊標章は、できる限り様々な方向から及び遠方から識別さ

れることができるよう、可能な限り、平面又は旗に表示するものとする。

・場所等を識別させるための特殊標章は、夜間又は可視度が減少したときは、点灯し又は

照明することができるものとすることが望ましい。

・対象者を識別させるために特殊標章を使用する際は、できる限り特殊標章を帽子及び衣

服に付けるものとする。

② 身分証明書

・身分証明書は、第一追加議定書附属書Ｉ第１５条の規定も踏まえ、次の要件を満たす同

一の形式のものとし、その様式は別紙の様式４のとおりとする。

(ｱ) 特殊標章を付し、かつ、ポケットに入る大きさのものであること。

(ｲ) できる限り耐久性のあるものであること。

(ｳ) 日本語及び英語で書かれていること。

(ｴ) 氏名及び生年月日が記載されていること。

(ｵ) 所持者がいかなる資格においてジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書の保護を受け

る権利を有するかが記載されていること。なお、所持者の資格については、○○省の

職員、△△県の職員、指定地方公共機関である××の職員等と記載することとする。

(ｶ) 所持者の写真及び署名が付されていること。なお、写真の標準的な大きさは縦４セ

ンチメートル、横３センチメートルとするが、所持者の識別が可能であれば、これと

異なる大きさの写真でも差し支えない。

(ｷ) 許可権者の印章 公印 が押され 及び当該許可権者の署名が付されていること い（ ） 、 。（

ずれも印刷されたもので差し支えない ）。



- 13 -

(ｸ) 身分証明書の交付等の年月日及び有効期間の満了日が記載されていること。なお、

有効期間については、武力攻撃事態等において交付等する場合にあっては対象者が行

、 、う国民保護措置に係る職務 業務又は協力の実施が必要と認められる期間等を勘案し

平時において交付等する場合にあっては対象者である職員の国民保護措置を担当する

部局における在職予定期間等を勘案して、許可権者が決定することとする。

(ｹ) 所持者の血液型が判明している場合には、身分証明書の裏面に所持者の血液型（Ａ

ＢＯ式及びＲｈ式）が記載されていること。

(4) 特殊標章等の使用に当たっての留意事項

・何人も、武力攻撃事態等において、特殊標章等をみだりに使用してはならないとされてい

ることを踏まえ、以下のとおり取り扱うものとする。

(ｱ) 特殊標章等の交付等を受けた者は、当該特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与して

はならない。

(ｲ) 特殊標章等の交付等を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行って

いない場合には、特殊標章等を使用してはならない。

(ｳ) 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民

保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。

(5) 訓練及び啓発

・許可権者及び対象者は、国民保護措置についての訓練を実施するに当たって、特殊標章等

を使用するよう努めるものとする。

・国〔内閣官房、外務省、消防庁、文部科学省等〕は、地方公共団体等と協力しつつ、ジュ

ネーヴ諸条約及び第一追加議定書に基づく武力攻撃事態等における特殊標章等の使用の意

義等について教育や学習の場などの様々な機会を通じて国民に対する啓発に努めるものと

する。

(6) 体制の整備等

・許可権者は、本ガイドラインに基づき、必要に応じて具体的な運用に関する要綱を作成す

るものとする。なお、許可権者は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書並びに国民保護

法の規定を踏まえ、それぞれの機関の実情に応じた取扱いを当該要綱で定めることができ

る。

・許可権者又は対象者は、武力攻撃事態等における特殊標章等の必要量を勘案した上で、武

力攻撃事態等において特殊標章等を速やかに交付等し、又は使用できるようあらかじめ必

要な準備を行うよう努めるものとする。

・国及び地方公共団体は、必要に応じて、職員の服制に関する規定の見直し等を行うものと

する。

・国〔内閣官房、外務省、消防庁〕は、許可権者の間で運用の統一が図られるよう必要な措

置を講ずるものとする。

(7) 平時における特殊標章の使用

・平時におけるいたずらな使用が武力攻撃事態等における混乱をもたらすおそれがあること

にかんがみ、平時における特殊標章の使用については、(5)に定める場合を除いて使用しな

いこととする。
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［様式１］ （別紙）
赤十字 交 付

標章等に係る 申請書
特 殊 使用許可

平成 年 月 日

（許 可 権 者） 様

私は、国民保護法第１５７条又は第１５８条の規定に基づき、赤十字標章等又は特
殊標章等の交付又は使用許可を以下のとおり申請します。

氏名： 漢 字 ） 生年月日（西暦）（

（ローマ字） 年 月 日

申請者の連絡先
住 所：〒

写 真

縦４×横３㎝
（身分証明書の交付又は電話番号：
使用許可の場合のみ）

：E - m a i l

（身分証明書の交付又は使用許可の場合のみ記載）識別のための情報
身 長： ㎝ 眼の色：

（ ）頭髪の色： 血液型： Ｒｈ因子

標章を使用する衣服、場所、車両、船舶、航空機等の概要及び使用する標章の数等
（標章又は特殊信号の交付又は使用許可の場合のみ記載）

（許可権者使用欄）
資 格：

証明書番号： 交付等の年月日：

有効期間の満了日：

返納日：
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［様式２］
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［様式３］
表面 裏面

/Height /Eyes /Hair（この証明書を交付等 身長 眼の色 頭髪の色

する許可権者の名を記

/Otherdistinguishingmarksorinformation:載するための余白） その他の特徴又は情報

/Bloodtype血液型

身分証明書
IDENTITYCARD

常時の
自衛隊の衛生要員等以外の 医療関係者用

臨時の
PERMANENT

for civilian medical personnel
TEMPORARY

/Name氏名

/Dateofbirth生年月日

この証明書の所持者は、次の資格において、１９４９年８月１
所持者の写真２日のジュネーヴ諸条約及び１９４９年８月１２日のジュネーヴ

/PHOTOOFHOLDER諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書
（議定書Ⅰ）によって保護される。
The holderofthis card i spro tec tedby theGeneva Conventionsof 12August
1949andbytheProtocolAddit ionaltotheGenevaConventionsof12August
1949,andrelatingtotheProtectionofVictimsofInternationalArmedConflicts
ProtocolI inhiscapacityas( )

/Stamp /Signatureofholder印章 所持者の署名

/Dateofissue /No.ofcard交付等の年月日 証明書番号

/Signatureofissuingauthority許可権者の署名

/Dateofexpiry有効期間の満了日

（日本工業規格Ａ７（横７４ミリメートル、縦１０５ミリメートル ））

［様式４］
表面 裏面

/Height /Eyes /Hair（この証明書を交付等 身長 眼の色 頭髪の色

する許可権者の名を記

/Otherdistinguishingmarksorinformation:載するための余白） その他の特徴又は情報

/Bloodtype身分証明書 血液型

IDENTITYCARD

国民保護措置に係る職務等を行う者用
forcivildefencepersonnel

/Name氏名

/Dateofbirth生年月日

この証明書の所持者は、次の資格において、１９４９年８月１
所持者の写真２日のジュネーヴ諸条約及び１９４９年８月１２日のジュネーヴ

/PHOTOOFHOLDER諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書
（議定書Ⅰ）によって保護される。
The holderofthis card i spro tec tedby theGeneva Conventionsof 12August
1949andbytheProtocolAddit ionaltotheGenevaConventionsof12August
1949,andrelatingtotheProtectionofVictimsofInternationalArmedConflicts
ProtocolI inhiscapacityas( )

/Dateofissue /No.ofcard /Stamp /Signatureofholder交付等の年月日 証明書番号 印章 所持者の署名

/Signatureofissuingauthority許可権者の署名

/Dateofexpiry有効期間の満了日

（日本工業規格Ａ７（横７４ミリメートル、縦１０５ミリメートル ））
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第２ 避難・退避に関する資料

１ 輸送網に関する資料
平成１８年８月１日現在(1)高速道路（市内を経由する路線）

路線名 起点 ～ 終点 延長（km）

市内ＩＣ・ＪＣＴ名

日本海沿岸東北自動車道 新潟市 ～ 青森市 322

能代南ＩＣ、能代東ＩＣ

（上段：路線指定区間、下段：市内路線供用区間） 平成１８年４月１日現在(2)国道

番号 起 点 終 点

7 新潟県新潟市本町通７番町１０５４番２ 青森県青森市大字大野字長島２丁目１０番２

能代市浅内字沢辺１０６ 能代市二ツ井町小繋字小繋沢２１－１７

101 青森県青森市大字大野字長島２丁目１０番２ 秋田市川尻字大川反２３３番地先

能代市竹生字天神谷地１２１－４ 能代市浅内字沢辺１０６

（上段：路線認定区間、下段：市内路線供用区間）(3)主要地方道

平成１８年４月１日現在

番
路線名 起 点 終 点

号

3 二ツ井森吉 能代市二ツ井町小繋字恋の沢６４番２地先［国道 北秋田市米内沢字中島３６番１［国道１０５号交

線 ７号交点］ 点］

〃 能代市二ツ井町麻生字ヒトロ沢

4 能代五城目 能代市扇田字山下９８番１地先［国道７号交点］ 南秋田郡五城目町内川黒土字下川原３７番［国道

線 ２８５号交点］

〃 能代市大森字大合野１－９

63 常盤峰浜線 能代市常盤字上本郷２０２番１地先［能代二ツ井 八峰町峰浜目名潟字下谷地２９番５［国道１０１

線交点］ 号交点］

〃 能代市久喜沢字深沢１２６

64 能代二ツ井 能代市鰄渕字古屋布５４番１地先 国道７号交点 能代市二ツ井町字茶屋下７８番１地先［西目屋二［ ］

線 ツ井線交点］

〃 〃

（上段：路線認定区間、下段：市内路線供用区間）(4)一般県道

平成１８年４月１日現在

番
路線名 起 点 終 点

号

143 石 川 向 能 八峰町峰浜石川字石川４３５番地先［常盤峰浜 能代市落合字砂田６３番１地先［国道１０１号交

代線 線交点］ 点］

能代市外荒巻字南山ノ上５０－１ 〃
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番
路線名 起 点 終 点

号

150 東 能 代 停 能代市鰄渕字下悪戸６７番２地先 能代市字一本木５２番１地先［国道７号交点］

車場線 〃 〃

202 小 滝 二 ツ 能代市二ツ井町梅内字小滝８７番地先 能代市二ツ井町種字堤下１１２番２［国道７号交

井線 点］

〃 〃

［ ］203 高 屋 敷 茶 能代市二ツ井町田代字屋敷岱６３番地先 能代市二ツ井町種字堤下５７番３ 国道７号交点

屋下線 〃 〃

205 富根能代能代市二ツ井町富根字高清水５５９番２地先 能代市字豊祥岱１番２６地先［国道７号交点］

線 ［国道７号交点］

〃 〃

206 山谷富根 能代市常盤字森ノ越２番６地先 能代市二ツ井町飛根字町頭１０番５地先

車場線 〃 〃

209 塙 川 能 代 八峰町峰浜塙字豊前長根５番地先［常盤峰浜線 能代市須田字屋敷添１１３番３地先［国道１０１

線 交点］ 号交点］

能代比八田字相染台５０－１ 〃

210 金 光 寺 能 山本郡山本町豊岡金田字狐台１０番１地先［能 能代市寿域長根５６番１地先［国道７号交点］

代線 代五城目線交点］

能代市字九郎左エ衛門笹台２－１１７ 〃

［ ］294 仙 ノ 台 桧 能代市二ツ井町小掛字仙ノ台１０番６ 能代市桧山字桧山町７３番３ 能代五城目線交点

山線 ［高屋敷茶屋下線交点］

〃 能代市桧山字桧山町５９番２

314 濁川上岩能代市二ツ井町濁川字菅ノ沢３２番１２地先 三種町上岩川字小新沢１０１番地先［琴丘上小阿

川線 ［仙ノ台桧山線交点］ 仁線交点］

〃 能代市二ツ井町濁川山国有林

［ ］317 西 目 屋 二 青森県中津軽郡西目屋村大字砂子瀬 能代市二ツ井町切石字烏坂４番２ 国道７号交点

ツ井線 能代市二ツ井町荷上場字グミの木１８４地先 〃

322 溪 后 坂 藤 能代市二ツ井町小繋字中島９４番４［国道７号 山本郡藤里町粕毛字鹿瀬内沢国有林

里 峡 公 園 交点］

線 〃 能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口２８番地１地

先

(上表：旅客、下表：貨物)(5)鉄道

（ ）事 業 者 名 路 線 名 起 点 駅 終 点 駅 営業キロ km

市内起点駅 市内終点駅

東日本旅客鉄道株式会社 奥 羽 本 線 福島 青森 484.5

東能代 二ツ井 16.8

五 能 線 東能代 弘前 153.5

東能代 鳥形 11.2
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（ ）事 業 者 名 路 線 名 起 点 駅 終 点 駅 営業キロ km

日本貨物鉄道株式会社 羽越本線 酒田 青森 286.8

(6)ヘリコプター臨時離着陸場数

（ ）平成１７年１２月末現在

市 町 村 名 箇 所 数
大 型 機 中 型 機

能 代 市 ３
二 ツ 井 町 ３
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第３ 武力攻撃災害（緊急対処事態における災害）への対処に関する資料

１ 生活関連等施設の安全確保に関する資料
(1) 生活関連等施設の概況

（平成１７年８月末）県内に所在する生活関連等施設の種類毎の施設数

施 行 令 生活関連等施設の種類 施設数

番号

1 発電所・変電所 ２

2 ガス発生設備・ガス精製設備・ガスホルダー ２

3 取水施設・貯水施設・浄水施設・配水池 ０

4 鉄道施設・軌道施設 ０

5 電気通信事業者がその事業の用に供する交換設備 １

6 国内放送を行う放送局の無線設備 ０

7 水域施設・係留施設 １

8 滑走路等・旅客ターミナル施設・航空保安施設 ０

9 ダム（１級河川・２級河川のダム） ０

10-1 危険物取扱所（危険物質の規制に関する政令第８条の２の３第３項の特定 ３

屋外貯蔵タンク、消防法第１２条の７に基づき危険物統括保安管理者を定

めなければならない事業所）

10-2 毒劇物営業者・特定毒物研究者の取扱所、毒劇物を業務上取り扱う者の取 ０

扱所（販売業については１ヶ月間で毒物で50t、又は劇物で1000tを販売し

た施設）

10-3 火薬類の製造所・火薬庫 ３

10-4 高圧ガス製造施設・貯蔵設備（第１種製造所、第２種製造所） ７

10-5 核燃料物質使用施設、試験研究用原子炉、加工施設、実用原子力発電所、 ０

使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物管理施設、廃棄物処理施設

10-6 核原料物質使用施設、製錬施設 ０

10-7 放射性同位元素使用事業者の取扱所、放射性同位元素廃棄業者 ３

10-8 毒薬劇薬の薬局、販売業、製造者 ５０

10-9 ＬＮＧタンク、発電機冷却用水素ボンベ、脱硝酸アンモニアタンク ２

10-10 生物剤・毒素の取扱所、毒性物質の取扱所 ０

（合計） ７４

○施行令番号：国民保護法施行令第２７条及び第２８条の号番号を示す。

（例）1 ：施行令第２７条第１号に規定する施設

10-1:施行令第２７条第１０号及び同令第８条第１号に規定する施設

○施設の種類欄中の（）部は、括弧内に示した基準により把握したことを示す。
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２ 消防に関する資料
(1) 消防本部組織一覧（能代市関係部分のみ）

能代山本広域市町村圏組合消防本部 能代消防署 東能代出張所

向能代出張所

西消防出張所

二ツ井消防署

三種消防署（管轄区域：三種町）

八峰消防署（管轄区域：八峰町）

(2) 消防関係連絡先一覧

組織名 所在地 電話・ＦＡＸ 衛星電話・FAX 備 考

能代山本広域市町 能代市緑町2-22 TEL 0185-52-3311 TEL 166-59

村圏組合消防本部 FAX 0185-53-3958 FAX 166-50

能代消防署 能代市緑町2-22 TEL 0185-52-3311 TEL 166-59

FAX 0185-53-3958 FAX 166-50

二ツ井消防署 能代市二ツ井町字中坪41-4 TEL 0185-73-2327 TEL 159-59

FAX 0185-73-5955 FAX 159-50

東能代出張所 能代市字一本木37-2 TEL 0185-58-3119 － TEL・FAX 兼用

向能代出張所 能代市向能代字上野越83-2 TEL 0185-54-3652 － TEL・FAX 兼用

西消防出張所 能代市浜通町53-9 TEL 0185-55-0503 － TEL・FAX 兼用
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(3) 消防本部が保有する救助活動用資機材

平成19年1月1日現在
消 内出張所分区
防 能 東 向 二名 称
本 能 能 西 ツ
部 代 代 代 井分

4 2一 かぎ付きはしご

8 3 1 3般 三連はしご

1 1救 金 属 製 折 り畳みはしご又はワイヤーはしご

3 2助 空気式救助マット

3 1用 救 命 索 発 射 銃

9 3 2器 サバイバースリング又は救助用縛帯

4 2 1具 平 担 架

3 1重 油圧ジャッキ

3 1 1量 油圧スプレッダー

7 3 2物 可搬ウィンチ

1 1排 マンホール救助器具

除 救 助 用 簡 易 起 重 機

6 3 2用 マット型空気ジャッキ

2 1器 大型油圧スブレッダー

2具 救 助 用 支 柱 器 具

1チェーンブロック

1油 圧 切 断 機

11 4 1 2エンジンカッター

1 1切 ガス溶断機

8 3 2断 チェンソー

16 10 1 3 2 1用 鉄線カッター

4 2 1器 空 気 鋸

3 2 1具 大 型 油 圧 切 断 機

2 1空 気 切 断 機

コンクリート鉄筋切断用チェンソー

15 2 8破 万 能 斧

10 4 1壊 ハンマー

1 1用 携帯用コンクリート破 壊 器 具

1 1器 削 岩 機

2 2具 ハンマドリル

6 5 1 1 1 1測 可燃性ガス測定器

5 2 1定 有毒ガス測定器

器 酸 素 濃 度 測 定 器

1 1具 放 射 線 測 定 器

61 25 2 4 2 15呼 空 気 呼 吸 器

150 71 4 4 3 30吸 空気補充用ボンベ

8 8保 酸 素 呼 吸 器

3 3護 簡 易 呼 吸 器

68 30 3 3 3 18用 防塵マスク

2 1器 送 排 風 機

具 エアラインマスク
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平成18年4月1日現在
消 内出張所分区
防 能 東 向 二名 称
本 能 能 西 ツ
部 代 代 代 井分

19 9 1 1耐 電 手 袋

4 3隊 耐 電 衣

4 3員 耐電ズボン

6 5保 耐 電 長 靴

護 防 毒 衣

20 18用 防塵メガネ

器 携 帯 警 報 機

17 8 6具 防毒マスク

8 5 2耐 熱 服

8 2 4科 学 防 護 服

3 3放 射 線 防 護 服

38 21 6潜 水 器 具

56 26 3 3 7 16救 命 胴 衣

17 8 6水 水 中 投 光 器

10 7 1 1 2難 救 命 浮 環

7 1 2救 浮 標

5 1 1 2助 救命ボート

7 2 2 2用 船 外 機

4 4器 水中スクーター

具 水 中 無 線 機

16 3 6水 中 時 計

水中テレビカメラ

5 5山 登 山 器 具

5 2 1岳 バスケット型担架

救 簡 易 画 像 探 索 機

16 6 1 1 1 3助 投 光 器

11 9 1 2 1 1用 携 帯 投 光 器

20 9 1 2 1 6器 携 帯 拡 声 器

32 6 1 2 1 15具 携 帯 無 線 機

7 6 1 1 1他 応急処置用セット

3 1の 車 両 移 動 器 具

2 2救 綾 降 機

3 1 2助 ロープ登降機

9 3用 発 電 機

2 2器 スノーボート

具
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３ 廃棄物の処理に関する資料
(1) 一般廃棄物処分場一覧

① し 尿
平成18年４月１日現在

着工

組 合 名 施設所在地 竣工 処理能力 処理方式 関係市町村

(kl/ )年月 日

能代山本広域市町村圏組合 能代市河戸川字西山下 高負荷脱窒素 能代市、三種町、八峰町、1-2 H8.7 120

H11.3

、 、 、北秋田市周辺衛生施設組合 北秋田市脇神字三ツ屋岱1-1 高負荷脱窒素 北秋田市 能代市 藤里町H3.12 100

上小阿仁村H6.3

② ご み
平成18年４月１日現在

着工 規模

事 業 主 体 施設所在地 竣工 方式 関係市町村

(t/ )年月 日

能代山本広域市町村圏組合 三種町鵜川字上笠岡 － 全連 能代市、三種町、八峰町、70 2 H 5.5 144

藤里町H 7.3

(2) し尿収集運搬機材

平成18年４月１日現在

項 目 直営分 委託業者分 許可業者分

収集車 運搬車 収集車 運搬車 収集車 運搬車

台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量
(t) (t) (t) (t) (t) (t)

17 59能 代 地 域

9 31二 ツ 井 地 域

(3) ごみ収集運搬機材

平成18年４月１日現在

項 目 直営分 委託業者分 許可業者分

収集車 運搬車 収集車 運搬車 収集車 運搬車

台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量
(t) (t) (t) (t) (t) (t)

1 2 12 27 29 81 38 462能 代 地 域

4 12 20 51二 ツ 井 地 域

(4) 産業廃棄物処分場

平成18年４月１日現在

がれき類の 木くずの 産業廃棄物 最 終
項 目 その他施設 処 分

破 砕 施 設 破砕施設 の焼却施設 場数
施 施

地 域 施設数 施設数 施設数 設 備考 設
数 数

能 代 2 2 － 1 －廃プラ破砕
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※廃棄物処理法に規定されている許可対象施設のうち、産業廃棄物処分業者が設置した施設

及び公共関与施設を掲載。

４ 文化財の保護に関する資料
(1) 国指定・県指定・市指定等文化財件数一覧

平成１８年４月１日現在

区 分 数 量

国指定等文化財 記念物 史跡 ２

登録有形文化財 ４

計 ６

県指定文化財 有形文化財 建造物 ２

彫刻 ３

書跡・典籍 １

古文書 ２

考古資料 ４

民俗文化財 無形民俗文化財 ７

記念物 史跡 ３

天然記念物 ４

計 ２６

市指定文化財 有形文化財 建造物 ４

絵画 １２

彫刻 １

工芸品 １４

書跡・典籍 １５

考古資料 ２

民俗文化財 有形民俗文化財 ７

無形民俗文化財 ８

記念物 史跡 １

天然記念物 ２

計 ６６

合 計 ９８
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５ 被災情報に関する資料
(1) 火災・災害等即報要領

昭和５９年１０月１５日消防災第２６７号消防庁長官
改正 平成 ６年１２月 消防災第 ２７９号

平成 ７年 ４月 消防災第 ８３号
平成 ８年 ４月 消防災第 ５９号
平成 ９年 ３月 消防情第 ５１号
平成１２年１１月 消防災第 ９８号

消防情第 １２５号
平成１５年 ３月 消防災第 ７８号

消防情第 ５６号
平成１６年 ９月 消防震第 ６６号

第１ 総則

１ 趣旨

この要領は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第22条の規定に基づき消防庁長官が求める消防関係

報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形式及び方法を定めるものとする。

（参考）

消防組織法第２２条

消防庁長官は、都道府県及び市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統計及び消

防情報に関する報告を求めることができる。

２ 火災・災害等の定義

「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。

なお 本要領における用語の定義については 本要領に特別の定めのない限り 火災報告取扱要領 平、 、 、「 （

成6年4月21日付消防災第100号 「災害報告取扱要領（昭和45年4月10日付消防防第246号 「救急事故）」、 ）」、

等報告要領（昭和57年12月28日付消防救第53号 」の定めるところによる。）

３ 報告手続

(1) 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（(1)において「火災等」という ）が発生した場合に。

は、当該火災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が消防の事務を処理する一部事務組合又

は広域連合の構成市町村である場合は、当該一部事務組合又は広域連合をいう。(1)及び(5)において

同じ ）は、火災等に関する即報を都道府県を通じて行うものとする。。

ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生した地域の属する市

町村と当該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急業務、救助活動、事故の処理等）を

行った市町村が異なる場合には、当該火災等について主として応急措置を行った市町村又はこれらの

火災等があったことについて報告を受けた市町村が都道府県を通じて行うものとする。

(2) 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合には、当該災害が発生した地域の属する市町村

は、災害に関する即報を都道府県に報告するものとする。

(3) 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、市町村からの報告

及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報を消防庁に報告を行うものとする。

(4) 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、第一報を都道府

県に加え、消防庁に対しても、報告するものとする。この場合において、消防庁長官から要請があっ

、 、 。た場合については 市町村は第一報後の報告についても 引き続き消防庁に対しても行うものとする

(5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したとき、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早
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く、分かる範囲で、その第一報を報告するものとし、以後、各即報様式に定める事項について、判明

したもののうちから逐次報告するものとする。都道府県は、市町村からの報告を入手後速やかに消防

庁に対して報告を行うとともに、市町村からの報告を待たずして情報を入手したときには、直ちに消

防庁に対して報告を行うものとする。

火災・災害等の発生

即 報 基 準

直接即報基準該該当事案

当事案

市 町 村

第一報については

覚知後３０分以内 都 道 府 県

に報告

消 防 庁

４ 報告方法及び様式

火災・災害等の即報に当たっては （１）の区分に応じた様式に記載し、ファクシミリ等により報告、

するものとする。また、画像情報を送信することができる地方公共団体は（２）により被害状況等の画

像情報の送信を行うものとする。

ただし、消防機関等への通報が殺到した場合等において、迅速性を確保するため、様式によることが

できない場合には、この限りではない。また、電話による報告も認められるものとする。

(1) 様式

ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式

火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む ）を対象とする。。

特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る事故、原子力災害

及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。

なお、火災（爆発を除く ）については、第１号様式、特定の事故については、第２号様式により。

報告すること。

イ 救急・救助事故等即報・・・・・第３号様式

救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態を対象とする。なお、火災等即報を

行うべき火災及び特定の事故については、省略することができる。ただし、消防庁長官から特に求

められたものについては、この限りではない。

ウ 災害即報・・・・・第４号様式

災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア火災等即報、イ救
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急・救助事故即報を省略することができる。ただし、消防庁長官から特に求められたものについて

は、この限りではない

(2) 画像情報の送信

地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公共団体（応援団体

を含む ）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生したときは、高所監視カメラ、ヘリ。

コプターテレビ電送システム、衛星車載局等を用いて速やかに被害状況等の画像情報を送信するもの

とする

ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等

イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害等

ウ 報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い火災・災害等

エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの

５ 報告に際しての留意事項

(1) 「第２ 即報基準」及び「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等か判断に迷う場合には、

できる限り広く報告するものとする。

(2) 市町村又は都道府県は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難な火災・災害等

が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情報の収集に特に配意し、迅速な報

告に努めるものとする。

(3) 各都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等と密接な連絡を保つもの

とする。

、 。(4) 市町村が都道府県に報告できない場合にあっては 一時的に報告先を消防庁に変更するものとする

この場合において、都道府県と連絡がとれるようになった後は、都道府県に報告するものとする。

(5) (1)から(5)までにかかわらず、地震等により、消防機関への通報が殺到した場合、その状況を市町

村は直ちに消防庁及び都道府県に対し報告するものとする。

第２ 即報基準

火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。

１ 火災等即報

(1) 一般基準

火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するおそれがある場合を

含む ）について報告すること。。

１）死者が３人以上生じたもの

２）死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの

(2) 個別基準

次の火災及び事故については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各項に定める個

別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む ）について報告すること。。

ア 火災

ア) 建物火災

１）特定防火対象物で死者の発生した火災

２）高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で利用者等が避難

したもの

３）大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象物の火災

４）建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と推定される火災
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５）損害額１億円以上と推定される火災

イ）林野火災

１）焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの

２）空中消火を要請したもの

３）住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの

ウ）交通機関の火災

船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの

１）航空機火災

２）タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災

３）トンネル内車両火災

４）列車火災

エ) その他

以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消防上特に参考となる

もの

（例示）

・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災

イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故

１）危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故

（例示）

・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災又は爆発

事故

２）危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの

３）特定事業所内の火災(1)以外のもの ）。

ウ 危険物等に係る事故

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」という ）を貯蔵し又は。

取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの（イの石油コンビナート等特別防

災区域内の事故を除く ）。

１）死者（交通事故によるものを除く ）又は行方不明者が発生したもの。

２）負傷者が５名以上発生したもの

３）周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に被害を及ぼしたも

の

４）５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故

５）海上、河川への危険物等流出事故

６）高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の漏えい事故

エ 原子力災害等

１）原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射線の漏えいがあっ

たもの

２）放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の運搬中に事故が

発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの

３）原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第10条の規定により、原子力事業者から基

準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったもの

４）放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏えいがあっ

たもの

オ その他特定の事故

可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故であって、社会的に影響度が高いと認められるもの
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(3) 社会的影響基準

(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に取り上げられる等社

会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。

２ 救急・救助事故即報

救急・救助事故即報については、次の基準に該当する事故（該当するおそれがある場合を含む ）につ。

いて報告すること。

１）死者５人以上の救急事故

２）死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故

３）要救助者が５人以上の救助事故

４）覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上を要した救助事故

５）その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故

（例示）

・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故

・バスの転落による救急・救助事故

・ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故

３ 武力攻撃災害即報

（ 。） 、 。次の災害等 該当するおそれがある場合を含む についても 上記２と同様式を用いて報告すること

１） 武力事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律第112号）第２条第４

項に規定する災害、すなわち、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、

爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害

２） 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平

成15年法律第79号）第２５条第１項に規定する緊急対処事態、すなわち、武力攻撃の手段に準ず

る手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切

迫していると認められるに至った事態

４ 災害即報

災害即報については、次の基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む ）について報告す。

ること。

(1) 一般基準

１）災害救助法の適用基準に合致するもの

２）都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの

３）災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽微であっても、全国的に

見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの

(2) 個別基準

ア 地震

地震が発生し、当該都道府県又は市町村の区域内で震度４以上を記録したもの

イ 津波

津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの

ウ 風水害

１）崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの

２）河川の溢水、破堤又は高潮等により、人的被害又は住家被害を生じたもの

エ 雪害

１）雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの
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２）道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたもの

オ 火山災害

１）臨時火山情報が発表され、登山規制又は通行規制等を行ったもの

２）火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの

(3) 社会的影響基準

(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に取り上げられる等社会的影

響度が高いと認められる場合には報告すること。

第３ 直接即報基準

市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当するおそれがある

場合を含む ）については、直接消防庁に報告するものとする。。

１ 火災等即報

ア 交通機関の火災

第２の１の(2)のアのウ）に同じ。

イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故

第２の１の(2)のイ１ 、２）に同じ。）

ウ 危険物等に係る事故（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く ）。

１）第２の１の(2)のウ１ 、２）に同じ）

２）危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周辺で、５０

０平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの

３）危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当するもの

①海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの

②５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等

４）市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近住民の避難、道路

の全面通行禁止等の措置を要するもの

５）市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災

エ 原子力災害等

第２の１の（２）のエに同じ。

２ 救急・救助事故即報

死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの

１）列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故

２）バスの転落等による救急・救助事故

３）ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故

４）映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故

５）その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの

３ 武力攻撃災害即報

第２の３の１ 、２）に同じ）

４ 災害即報

地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問わない ）。
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第４ 記入要領

第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、それぞれの報告要領

（ 火災報告取扱要領 「災害報告取扱要領 「救急事故等報告要領 ）の定めるところによる。「 」、 」、 」

＜火災等即報＞

１ 第１号様式（火災）

(1) 火災種別

、「 」「 」「 」「 」「 」 「 」火災の種別は 建物火災 林野火災 車両火災 船舶火災 航空機火災 及び その他の火災

とし、欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。

(2) 消防活動状況

当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要請及び消防機関に

よる応援活動の状況についても記入すること。

(3) 救急・救助活動の状況

報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記入すること（消防

機関等による応援活動の状況を含む 。。）

(4) 災害対策本部等の設置状況

当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設

置した場合には、その設置及び解散の日時を記入すること。

(5) その他参考事項

次の火災の場合には 「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入すること。、

１）死者３人以上生じた火災

ア 死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ ）の概要。

ア）建物等の用途、構造及び環境

イ）建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理状況並びに予防

査察の経過

イ 火災の状況

ア）発見及び通報の状況

イ）避難の状況

２）建物火災で個別基準の5)又は6)に該当する火災

ア）発見及び通報の状況

イ）延焼拡大の理由

ア 消防事情 イ 都市構成 ウ 気象条件 エ その他

ウ）焼損地域名及び主な焼損建物の名称

エ）り災者の避難保護の状況

オ）都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を含む ）。

３）林野火災

ア）火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等）

※必要に応じて図面を添付する。

イ）林野の植生

ウ）自衛隊の派遣要請、出動状況

エ）空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種（所属 、機数等））

４）交通機関の火災

ア）車両、船舶、航空機等の概要

イ）焼損状況、焼損程度
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２ 第２号様式（特定の事故）

(1) 事故名（表頭）及び事故種別

特定の事故のうち 「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。、

(2) 事業所名

「事業所名」は 「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入すること。、

(3) 特別防災区域

、 （ 。 「 」 。）発災事業所が 石油コンビナート等災害防止法 昭和50年法律第84号 以下この項で 法 という

第２条第２号に規定する特別防災区域内に存する場合のみ、当該地区名を記入すること。また、法第

２条第４号に規定する第一種事業所にあっては 「レイアウト第一種 「第一種」のいずれかを、同条、 」、

第５号に規定する第二種事業所は「第二種」を、その他の事業所は「その他」を○で囲むこと。

(4) 覚知日時及び発見日時

「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を 「発見日時」は事業者が当該事故を発見し、

た日時を記入すること。

(5) 物質の区分及び物質名

、 、 、 。事故の発端となつた物質で 欄中 該当するものの記号を○で囲み 物質の化学名を記入すること

なお、当該物質が消防法（昭和23年法律第186号）で定める危険物である場合には、危険物の類別及び

品名について記入すること。

(6) 施設の区分

欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。

(7) 施設の概要

「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のように記入すること。な

お、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造所等の別）についても記入する

こと。

(8) 事故の概要

事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。

(9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況

防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の応急対策の状況を

記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等による応援活動の状況についても

記入すること。

(10) 災害対策本部等の設置状況

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設

置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。

(11) その他参考事項

以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。

（例）

・自衛隊の派遣要請、出動状況

(12) 原子力災害等の場合

、「 」 「 」 。ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には 発生 を 発生のおそれ に読み替えること

イ 原子力災害等による死傷者については 「負傷者」を「負傷者 「被爆ばく者 「汚染者」に区、 」、 」、

分して記入すること。

ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状況を記入するとと

もに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定められている場合には、当該通報

の内容を併せて報告すること。
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＜救急・救助事故等即報＞

３ 第３号様式（救急・救助事故等）

(1) 事故災害種別

「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。

(2) 事故等の概要

「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。

(3) 死傷者等

ア 「負傷者等」には、急病人等を含む。）

イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。）

(4) 救助活動の要否

救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。

(5) 要救護者数（見込）

救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む ）で、未だ救助されてい。

ない者の数を記入すること。

また 「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。、

(6) 消防・救急・救助活動の状況

、 （ 。） 、 、 、 、出動した救急隊 救助隊等 応援出動したものを含む について 所属消防本部名 隊の数 人員

出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等活動の状況について記入すること。

(7) 災害対策本部等の設置状況

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設

置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。

(8) その他参考事項

以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。

（例）

・都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況

・避難の勧告・指示の状況

・避難所の設置状況

・自衛隊の派遣要請、出動状況

＜災害即報＞

４ 第４号様式

１）第４号様式－その１（災害概況即報）

災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の当初の段階で被害状況が十

分把握できていない場合（例えば、地震時の第一報で、死傷者の有無、火災、津波の発生の有無等を

報告する場合）には、本様式を用いること。

(1) 災害の概況

ア 発生場所、発生日時

当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。

イ 災害種別概況

(ｱ) 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土石流等の概

況

(ｲ) 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概況

(ｳ) 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況

(ｴ) 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況

(ｵ) その他これらに類する災害の概況
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(2) 被害の状況

当該災害により生じた被害の状況について、判明している事項を具体的に記入すること。その際

特に人的被害及び住家の被害に重点を置くこと。

(3) 応急対策の状況

当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合にはその

設置及び解散の日時を記入するとともに、市町村（消防機関を含む ）及び都道府県が講じた応急対。

策について記入すること。

（例）

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況

・避難の勧告・指示の状況

・避難所の設置状況

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況

・自衛隊の派遣要請、出動状況

２）第４号様式－その２（被害状況即報）

(1) 各被害欄

原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害額については、省

略することができる。

なお 「水道 「電話 「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点における断水戸数、、 」、 」、

通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。

(2) 災害対策本部等の設置状況

当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を

設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。

(3) 災害救助法適用市町村名

市町村毎に、適用日時を記入すること。

(4) 備考欄

備考欄には次の事項を記入すること。

ア 災害の発生場所

被害を生じた市町村名又は地域名

イ 災害の発生日時

被害を生じた日時又は期間

ウ 災害の種類、概況

台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後の見通し等

エ 応急対策の状況

市町村（消防機関を含む ）及び都道府県が講じた応急対策について記入すること。。

（例）

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況

・避難の勧告・指示の状況

・避難所の設置状況

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況

・自衛隊の派遣要請、出動状況

・災害ボランティアの活動状況
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（火災） 第 報第１号様式

報 告 日 時 年 月 日 時 分

都 道 府 県

市 町 村
（ 消 防 本 部 名 ）

消防庁受信者氏名 報 告 者 名

※ 爆発を除く。

火 災 種 別 １ 建物 ２ 林野 ３ 車両 ４ 船舶 ５ 航空機 ６ その他

出 火 場 所

出 火 日 時 月 日 時 分 （鎮圧日時） （ 月 日 時 分）
（覚知日時） （ 月 日 時 分） 鎮 火 日 時 月 日 時 分

火元の業態・ 事 業 所 名
（ ）用 途 代表者氏名

出 火 箇 所 出 火 原 因

死者（性別・年齢） 人

死者の生じた死 傷 者 理 由
負傷者 重 症 人

中等症 人
軽 症 人

構造 建築面積
建物の概要

階層 延べ面積

全 焼 棟
焼損 半 焼 棟 建物焼損床面積 ㎡焼 損 程 度 計 棟 焼 損 面 積棟数 部分焼 棟 建物焼損表面積 ㎡

ぼ や 棟 林野焼損面積 ａ

り災世帯数 気 象 状 況

消防本部（署） 台 人
消防活動状況 消 防 団 台 人

そ の 他

救急・救助
活 動 状 況

災 害 対 策 本 部 等
の 設 置 状 況

その他参考事項

（注）第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（ 未確認」等）を記入して報告すれば足り「

ること ）。
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（特定の事故） 第 報第２号様式

報 告 日 時 年 月 日 時 分

１ 石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等特別防災区域内の事故

２ 危険物等に係る事故 都 道 府 県
事故名

３ 原子力施設等に係る事故

４ その他特定の事故 市 町 村
（ 消 防 本 部 名 ）

消防庁受信者氏名 報 告 者 名

事 故 種 別 １ 火災 ２ 爆発 ３ 漏えい ４ その他（ ）

発 生 場 所

レイアウト第一種、第一種、事 業 所 名 特別防災区域 第二種、その他

発 見 日 時 月 日 時 分
発 生 日 時 月 日 時 分

鎮 火 日 時（覚知日時） （ 月 日 時 分） 月 日 時 分（処理完了）

消防覚知方法 気 象 状 況

1 危険物 2 指定可燃物 3 高圧ガス 4 可燃性ガス物質の区分 物 質 名（ ）5 毒劇物 6 RI等 7 その他

施設の区分 1 危険物施設 2 高危混在施設 3 高圧ガス施設 4 そ の 他（ ）

危険物施設施設の概要 の 区 分

事故の概要

（ ）負傷者等 人 人
（ ）死者（性別・年齢） 人 重 症 人 人
（ ）死 傷 者 中等症 人 人
（ ）軽 症 人 人

出 場 機 関 出 場 人 員 出 場 資 機 材

事 自衛防災組織 人

消 防 防 災 業 共同防災組織 人

活 動 状 況 所 そ の 他 人
及 び 台消防本部（署） 人
救急・救助 台消 防 団活 動 状 況 人

海 上 保 安 庁 人

自 衛 隊 人

そ の 他 人

災 害 対 策 本 部 等
の 設 置 状 況

その他参考事項

（注）第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。
（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（ 未確認」等）を記入して報告すれば足り「
ること ）。
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（救急・救助事故等） 第 報第３号様式

報 告 日 時 年 月 日 時 分

都 道 府 県

市 町 村
（ 消 防 本 部 名 ）

消防庁受信者氏名 報 告 者 名

事故災害種別 １ 救急事故 ２ 救助事故 ３ 武力攻撃災害 ４ 緊急対処事態

発 生 場 所

発 生 日 時 月 日 時 分 覚 知 方 法（覚知日時） （ 月 日 時 分）

事故等の概要

（ ）死者（性別・年齢） 負傷者等 人 人

（ ）死 傷 者 等 重 症 人 人
（ ）計 人 中等症 人 人
（ ）軽 症 人 人

不明 人

救 助 活 動 の 要 否

救助人員要 救 護 者 数 （ 見 込 ）

消 防 ・ 救 急 ・ 救 助
活 動 状 況

災 害 対 策 本 部 等
の 設 置 状 況

その他参考事項

（注）負傷者等欄の（ ）書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。
（注）第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（ 未確認」等）を記入して報告すれば足り「
ること ）。
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（その１）第４号様式
報告日時 年 月 日 時 分

（災害概況即報）
都道府県

消防庁受信者氏名 市 町 村
（消防本部名）

報告者名
災害名 (第 報)

発生場所 発生日時 月 日 時 分

災

害

の

概

況

死 者 人 不明 人 全壊 棟 一部破損 棟
死 傷 者 住 家

負 傷 者 人 計 人 半壊 棟 床上浸水 棟

被

害

の

状

況

災害対策本部等の （都道府県） （市町村 ））

応 設 置 状 況

急

対

策

の

状

況

（注）第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること （確認がとれて。

いない事項については、確認がとれていない旨（ 未確認」等）を記入して報告すれば足りること ）「 。
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（その２）第４号様式
（被害状況即報）

都 道 府 県 区 分 被 害

災 害 名 流 失 ・ 埋 没 ha
田

災 害 名 第 報 冠 水 ha
・

報 告 番 号 流 失 ・ 埋 没 ha
畑

（ 月 日 時現在） そ 冠 水 ha

箇文 教 施 設
所

報 告 者 名
箇病 院
所

箇区 分 被 害 道 路
所

箇死 者 人 橋 り ょ う
所

人
箇行 方 不 明 者 人 河 川
所的

箇被 負 重 傷 人 港 湾
所

害 傷
箇軽 傷 人 砂 防
所者

箇棟 の 清 掃 施 設
所

世 箇全 壊 崖 く ず れ
帯 所

住
箇人 鉄 道 不 通
所

棟 被 害 船 舶 隻

半 壊 水 道 戸世
帯

回家 人 電 話
線

棟 電 気 戸

一 部 破 損 ガ ス 戸世
帯

他
箇被 人 ブ ロ ッ ク 塀 等
所

棟

世床 上 浸 水
帯

人

世害 棟 り 災 世 帯 数
帯

床 上 浸 水 り 災 者 数 人世
帯

人 火 建 物 件
災

非 公 共 建 物 棟 発 危 険 物 件
住 生
家 そ の 他 棟 そ の 他 件
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区 分 被 害 都
道

公 立 文 教 施 設 千円 府
災等 県

農 林 水 産 業 施 設 千円
害の

公 共 土 木 施 設 千円
対設 市

そ の 他 の 公 共 施 設 千円
策置

小 計 千円 町
本状

公共施設被害市町村数 団体
部況 村

農 業 被 害 千円

そ 林 業 被 害 千円

畜 産 被 害 千円 災
適

水 産 被 害 千円 害用
の 市

商 工 被 害 千円 救町
村

助名

他 法 計 団体

そ の 他 千円 消 防 職 員 出 動 延 人 数 人

被 害 総 額 千円 消 防 団 員 出 動 延 人 数 人

災害発生場所

備 災害発生年月日

災害の種類概況

応急対策の状況

・ 消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況

・ 避難の勧告・指示の状況

・ 避難所の設置状況

・ 他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況

考 ・ 自衛隊の派遣要請、出動状況

・ 災害ボランティアの活動状況

※被害額は省略することができるものとする。
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第４ 救援に関する資料

１ 救援の原則に関する資料
(1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の

基準

平成１６年９月１７日

厚生労働省告示第３４３号

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成十六年政令第二百七十五号）

第十条第一項の規定に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の

程度及び方法の基準を定め、平成十六年九月十七日から適用する。

（救援の程度及び方法）

第一条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成十六年政令第二百七十

五号。以下「令」という ）第十条第一項（令第五十二条において準用する場合を含む ）の規定による救。 。

援の程度及び方法の基準は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年

。 「 」 。） 、法律第百十二号 以下 法 という 第七十五条第一項各号及び令第九条各号掲げる救援の種類ごとに

次条から第十三条までに定めるところによる。

２ 前項の基準によっては救援の適切な実施が困難な場合には、厚生労働大臣が特別の基準（次項において

「特別基準」という ）を定める。。

３ 救援を実施する都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一

項の指定都市においては、その長）は、第一項の基準によっては救援の適切な実施が困難な場合には、厚

生労働大臣に対し、特別基準の設定について意見を申し出ることができる。

（収容施設の供与）

第二条 法第七十五条第一項第一号の収容施設（応急仮設住宅を含む ）の供与は、次の各号に掲げる施設。

ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。

一 避難所

イ 避難住民（法第五十二条第三項に規定する避難住民をいう ）又は武力攻撃災害（法第二条第四項。

に規定する武力攻撃災害をいう。以下同じ ）により現に被害を受け、若しくは受けるおそれのある。

者（以下「避難住民等」という ）を収容するものであること。。

ロ 原則として、学校、公民館等既存の建物を利用すること。ただし、これら適当な建物を利用するこ

とが困難な場合は、野外に仮小屋を設置し、又は天幕の設営により実施すること。

ハ 避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使

用謝金 借上費又は購入費 光熱水費並びに仮設便所等の設置費は 一人一日当たり三百円 冬季 十、 、 、 （ （

月から三月までの期間をいう。以下同じ ）については、別に定める額を加算した額）の範囲内とす。

ること。ただし、福祉避難所（高齢者、障害者等（以下「高齢者等」とう ）であって避難所での生。

活において特別な配慮を必要とするものを収容する避難所をいう ）を設置した場合は、当該地域に。

おいて当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算することができること。

、 、ニ 収容する期間が長期にわたる場合又は長期にわたるおそれがある場合には 長期避難住宅を設置し

これに収容することができることとし、一戸当たりの規模及び避難住民等の収容のため支出できる費

用は、次に掲げるところによること。

(1) 一戸当たりの規模は、二十九・七平方メートルを標準とし、その設置のための費用は二百三十八

万五千円以内とすること。
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(2) 長期避難住宅の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、器物の使用謝金、

借上費又は購入費並びに光熱水費は、一人一日当たり三百円（冬季については別に定める額を加算

した額）の範囲内とすること。

ホ 長期避難住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合は、居住者の集

会等に利用するための施設を設置することができることとし、一施設当たりの規模及びその設置のた

め支出できる費用は、別に定めるところによること。

へ 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であって日常の生活上特別な

配慮を要する複数のものを収容する施設を長期避難住宅として設置できること。

ト 長期避難住宅の設置に代えて、賃貸住宅、宿泊施設等の居室の借上げを実施し、これらに収容する

ことができること。

チ 法第八十九条第三項の規定により準用される建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第八十五

条第一項本文及び第三項並びに景観法（平成十六年法律第百十号）第七十七条第一項、第三項及び第

四項並びに法第百三十一条の規定により準用される特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図る

ための特別措置に関する法律（平成八年法律第八十五号）第二条及び第七条の規定は、長期避難住宅

について適用があるものとする。

二 応急仮設住宅

イ 避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、武

力攻撃災害により住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住

家を得ることができないものを収容するものであること。

ロ 一戸当たりの規模は、二十九・七平方メートルを標準とし、その設置のための費用は、二百三十八

万五千円以内とすること。

ハ 前号ホからチまでの規定は、応急仮設住宅について準用する。

（炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給）

第三条 法第七十五条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次の各号に掲

げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。

一 炊き出しそのたによる食品の給与

イ 避難所（長期避難住宅を含む。以下同じ ）に収容された者、武力攻撃災害により住家に被害を受。

（ 。 。）けて炊事のできない者及び避難の指示 法第五十四条第二項に規定する避難の指示をいう 以下同じ

に基づき又は武力攻撃災害により住家に被害を受け避難する必要のある者に対して行うものであるこ

と。

ロ 被災者が直ちに食することができる現物によるものとすること。

ハ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃料等の経費

として一人一日当たり千十円以内とすること。

二 飲料水の供給

イ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により現に飲料水を得ることができない者に対して行う

ものであること。

ロ 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入費のほか、給水又は浄水に必要な機械又

は器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品又は資材の費用とし、当該地域における通常の実費と

すること。

（被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与）

第四条 法第七十五条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与（以下「生活必需品の給

与等」という ）は、次の各号に定めるところにより行うこととする。。

一 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失
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又は損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものであること。

二 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うこと。

イ 被服、寝具及び身の回り品

ロ 日用品

ハ 炊事用具及び食器

ニ 光熱材料

三 生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に掲げる額の

。 、 、 （ 。 。）範囲内とすること この場合においては 季別は 夏季 四月から九月までの期間をいう 以下同じ

及び冬季とし、生活必需品の給与等を行う日をもって決定すること。

季別 一人世帯 二人世帯 三人世帯 四人世帯 五人世帯 世帯員数が六人以上一人

の額 の額 の額 の額 の額 を増すごとに加算する額

夏季 一万七千二万二千三万二千 三万九千 四万九千 七千二百円

三百円 二百円 七百円 百円 六百円

冬季 二万八千三万六千五万千四 六万三百 七万五千 一万三百円

五百円 八百円 百円 円 六百円

四 避難の指示が長期にわたって解除されない場合又は武力攻撃災害が長期にわたって継続している場合

は、必要に応じ前号に掲げる額の範囲内で再び実施することができること。

（医療の提供及び助産）

第五条 法第七十五条第一項第四号の医療の提供及び助産は、次の各号に定めるところにより行うこととす

る。

一 医療の提供

イ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により医療の途を失った者に対して、応急的に処置する

ものであること。

ロ 救護班において行うこと。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合は、病院若しくは診療

所又は施術所（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（昭和二十二年法律第二

百十七号）又は柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）に規定するあん摩マッサージ指圧師、は

、 （ 「 」 。） 。 。）り師 きゅう師又は柔道整復師 以下 施術者 という がその業務を行う場所をいう 以下同じ

において医療（施術者が行うことができる範囲の施術を含む ）を行うことができること。。

ハ 次の範囲内において行うこと。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療及び施術

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

ニ 医療の提供のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料、破損した医療

器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療報酬の額以内とし、施

術所による場合は協定料金の額以内とすること。

二 助産

イ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により助産の途を失った者に対して行うものであるこ

と。

ロ 次の範囲内において行うこと。

(1) 分べんの介助

(2) 分べん前及び分べん後の処置
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(3) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給

ハ 助産のため支出できる費用は、救護班等による場合は使用した衛生材料等の実費とし、助産師によ

る場合は慣行料金の百分の八十以内の額とすること。

（被災者の捜索及び救出）

第六条 法第七十五条第一項第五号の被災者の捜索及び救出は、次の各号に定めるところにより行うことと

する。

一 避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがない場合、武力攻撃災害

により、現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、又は救出

するものであること。

二 被災者の捜索及び救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は

購入費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費とすること。

（埋葬及び火葬）

第七条 法第七十五条第一項第六号の埋葬及び火葬は、次の各号に定めるところにより行うこととする。

一 武力攻撃災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものであること。

二 原則として、棺又は棺材の現物をもって、次の範囲内において行うこと。

イ 棺（附属品を含む ）。

ロ 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む ）。

ハ 骨つぼ及び骨箱

三 埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人十九万三千円以内、小人十五万四千四百円以内とする

こと。

（電話その他の通信設備の提供）

第八条 法第七十五条第一項第七号の電話その他の通信設備の提供は、次の各号に定めるところにより行う

こととする。

、 。一 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により 通信手段を失った者に対して行うものであること

二 電話、インターネットの利用を可能とする通信端末機器その他必要な通信設備を第二条第一号に規定

する避難所に設置し、これらの設備を避難住民等に利用させることにより行うものであること。

三 電話その他通信設備の提供のため支出できる費用は、消耗器材費、器物の使用謝金、借上費又は購入

費、必要な通信設備の設置費及び通信費として当該地域における通常の実費とすること。

（武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理）

第九条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第一号の武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理

は、次の各号に定めるところにより行うこととする。

一 避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、武力

攻撃災害により住家が半壊又は半焼し、自らの資力では応急修理をすることができない者に対して行う

ものであること。

二 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、その修理

のために支出できる費用は、一世帯当たり五十一万円以内とすること。

（学用品の給与）

第十条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第二号の学用品の給与は、次の各号に定めると

ころにより行うこととする。

一 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により、学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小学
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校児童（盲学校、聾学校及び養護学校（以下「特殊教育諸学校」という ）の小学部児童を含む。以下。

同じ 、中学校生徒（中等教育学校の前期課程及び特殊教育諸学校の中学部生徒を含む。以下同じ ）。） 。

及び高等学校等生徒 高等学校 定時制の課程及び通信制の課程を含む 中等教育学校の後期課程 定（ （ 。）、 （

時制の課程及び通信制の課程を含む 、特殊教育諸学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学。）

校の生徒をいう。以下同じ ）に対して行うものであること。。

二 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うこと。

イ 教科書

ロ 文房具

ハ 通学用品

三 学用品の給与のために支出できる費用は、次の額の範囲内とすること。

イ 教科書代

（ ）(1) 小学校児童及び中学校生徒 教科書の発行に関する臨時措置法 昭和二十三年法律第百三十二号

第二条第一項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受

けて使用するものを給与するための実費

(2) 高等学校等生徒 正規の授業で使用する教材を給与するための実費

ロ 文房具費及び通学用品費

(1) 小学校児童 一人当たり 四千百円

(2) 中学校生徒 一人当たり 四千四百円

(3) 高等学校等生徒 一人当たり 四千八百円

四 避難の指示が長期にわたって解除されない場合又は武力攻撃災害が長期にわたって継続している場合

は、必要に応じ前号に掲げる額の範囲内で再び実施することができること。

（死体の捜索及び処理）

第十一条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第三号の死体の捜索及び処理は、次の各号に

掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。

一 死体の捜索

イ 避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがない場合、武力攻撃災

害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情によりすでに死亡していると推定される者に

対して行うものであること。

ロ 死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、

修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費とすること。

二 死体の処理

、 （ 。） 。イ 武力攻撃災害の際死亡した者について 死体に関する処理 埋葬を除く を行うものであること

ロ 次の範囲内において行うこと。

(1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置

(2) 死体の一時保存

(3) 検案

ハ 検案は、原則として救護班において行うこと。

ニ 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。

(1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千三百円以内とすること。

(2) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場合は当該施

設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は一体当たり五千円以内とす

。 、 、ること この場合において 死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必要であるときは

当該地域における通常の実費をを加算することができること。

(3) 救護班において検案をすることができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とすること。
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（武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしてい

るものの除去）

第十二条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第四号の武力攻撃災害によって住居又はその

周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」という ）。

の除去は、次の各号に定めるところにより行うこととする。

、 、一 避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなった後 居室

炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運び込まれているため一時的に居住できな

い状態にあり、かつ、自らの資力では、当該障害物を除去することができない者に対して行うものであ

ること。

二 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借

上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、一世帯当たり十三万七千円以内とすること。

（救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費）

第十三条 法第七十五条第一項各号に掲げる救援を実施するに当たり必要な場合は、救援のための輸送費及

び賃金職員等雇上費を支給することができる。

一 救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、次に掲げる場合とすること。

イ 飲料水の供給

ロ 医療の提供及び助産

ハ 被災者の捜索及び救出

ニ 死体の捜索及び処理

ホ 救済用物資の整理配分

二 救援のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費とすること。
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(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用

令書等の様式を定める省令

平成１６年１２月２０日

厚生労働省令第１７０号

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 （平成十六年政令第二百

七十五号）第十七条第三項 （第五十二条において準用する場合を含む ）の規定に基づき、武力。

攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の

様式を定める省令を次のように定める。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 （平成十六年政令第二百

七十五号）第十七条第三項 （第五十二条において準用する場合を含む ）の公用令書及び公用取。

、 。消令書の様式は それぞれ別記様式第一から別記様式第三まで及び別記様式第四のとおりとする

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式第一

収用第 号

公 用 令 書

氏名

住所

第81条第２項
第81条第４項武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条において準用する第
第183条において準用する第

の規定に基づき、次のとおり物資を収用する。81条第２項
81条第４項

（理由）

年 月 日
処分権者 氏名 印

収用すべき物 数 量 所 在 場 所 引 渡 月 日 引 渡 場 所 備 考資の種類

備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。
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別記様式第二

保管第 号

公 用 令 書

氏名

住所

第81条第３項
第81条第４項武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条において準用する第
第183条において準用する第

の規定に基づき、次のとおり物資の保管を命ずる。81条第３項
81条第４項

（理由）

年 月 日
処分権者 氏名 印

保管すべき物資の種類 数 量 保管すべき場所 保管すべき期間 備 考

備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。

別記様式第三

使用第 号

公 用 令 書

氏名

住所

第82条武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条において準用する第

の規定に基づき、次のとおり土地、家屋又は物資を使用する。82条

（理由）

年 月 日
処分権者 氏名 印

名 称 数 量 所 在 場 所 範 囲 期 間 引 渡 月 日 引 渡 場 所 備 考

備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。
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別記様式第四

取消第 号

公 用 取 消 令 書

氏名

住所

第81条第２項
第81条第２項
第81条第２項
第81条第４項武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条において準用する第
第183条において準用する第
第183条において準用する第
第183条において準用する第

の規定に基づく公用令書（ 年 月 日 第 号）に係る処分81条第２項
81条第４項
81条第４項
81条第４項

第16を取り消したので、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第52
条 の規定により、これを交付する。条において準用する第16条

（取り消した処分の内容）

年 月 日

処分権者 氏名 印

備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。
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(3) 災害救助物資備蓄一覧

平成１９年１月３１日現在

品 名 単 市民 前 第二小学校 東雲中学校 二ツ井総合 備 蓄プール

位 備 蓄 庫 備 蓄 庫 備 蓄 庫 合 計 目 標 数体育館備蓄庫

－ 333 150 150 633 620毛布 枚

－ 342 150 150 642 620タオルケット 枚

－ 300 200 200 700 620タオル 枚

－ 341 150 150 641 620石けん 個

－ 219 100 100 419 400肌着（大人用） 組

－ 100 50 50 200 200肌着（子供用） 組

－ 1,600 700 700 3,000 3,000非常用排便処理袋 箱

－ 79 38 38 155 350紙おむつ（大人用） 枚

－ 480 360 360 1,200 800紙おむつ（子供用） 枚

－ 660 260 260 1,180 1,100生理用品 枚

－ 432 200 200 832 700トイレットペーパー 巻

－ 104 80 50 234 234給水用 個ポリタンク(10l)

47 48 48 48 191 180防水シート 枚

－ 10 6 10 26 25石油ストーブ 台

－ 19 15 15 49 45扇風機 台

67 62 40 40 209 175懐中電灯 個

310 310 410電池 個

－ 48 48 48 144 155安全ろうそく 個

－ 69 30 30 129 125カセットコンロ 台

－ 50 20 20 90 84コンロ用ガス 組(3本入)

－ 0 1,115 120 1,235 720乾パン 缶

－ 0 45 150 195 750アルファ米(五目) 個

－ 0 200 0 200 750アルファ米(ワカメ) 個

－ 0 0 0 0 720飲料水(2㍑入) 本

－ 5 － － 5 5粉ミルク(350g) 缶

－ 20 － － 20 20哺乳びん(200ml) 本

－ 39 15 15 69 65多目的ナイフ 個
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(4) 防災資機材等保有一覧

平成１９年１月３１日現在

市 民 第 二 東 雲 二ツ井総

品 名 規格･仕様等 合 計市役所 プール前 小 学 校 中 学 校 合体育館

備 蓄 庫 備 蓄 庫 備蓄 庫 備 蓄 庫

1 救助ロープ 2 212㎜×200m

2 ゴム手袋 50 20 20 90耐油性

3 手斧 3 3

4 剣先スコップ 41 20 20 20 101

5 呼び笛 19 10 10 39

6 雨具 30 10 10 10 60

7 ヘルメット 33 20 20 20 93ﾀﾆｻﾞﾜ

8 キャップライト 39 20 20 20 99ﾕｱｻ二灯式 FG-1404

9 投光器 2 2

10 ハロゲンライト 2 2

11 コードリール 2 2

12 発電機 2 2

13 バケツ 60 20 20 100

14 一輪車 6 2 2 10

15 軍手 784 100 100 984

16 作業マスク 60 20 20 100防塵マスク

17 金きりハサミ 30 10 10 50
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２ 収容施設の供与に関する資料

(1) 指定避難施設の概況

（平成１８年２月３日指定）

地 域 指定避難施設数 避難計画人数（屋内） 避難計画人数（屋外）

能 代 地 域 68 11,198 384,760

二 ツ 井 地 域 44 7,210 10,800

計 112 18,408 395,560

、 「 」 。※避難計画人数は 秋田県地域防災計画資料編に掲載された 避難計画人数 を参考として掲載した

(2) 福祉避難所候補施設の概況

）（平成１8年４月１日現在

地 域 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 介 護 老 人 保 健 施 老人福祉総合エリ
設 ア

1 2 3能 代 地 域
1二 ツ 井 地 域

1 3 3計

(3) 宿泊施設の概況

（平成18年4月1日現在）

ホテル 旅館
地 域 施設数 客室数 収 容 定 員 数 施設数 客室数 収 容 定 員 数

能 代 地 域 7 318 389 21 294 916

二 ﾂ 井 地 域 4 28 126
計 7 318 389 25 322 1,042

３ 食品の供与及び飲料水の供給に関する資料
(1) 学校給食施設の概況

平成18年4月１日現在
区 分 共 同 調 理 場 単 独 校 調 理 場

数 供 給 食 数 数 供 給 食 数

4 3,827能 代 地 域

1 777二 ツ 井 地 域

5 4,604計

(2) 水道施設の概況

平成18年4月1日現在

区 分 上水道 簡易水道 専用水道 小規模水道 合 計

公 営 その他

1 1 2 4 8能 代 地 域

2 13 3 47 65二 ツ 井 地 域

3 15 3 51 73合 計 1
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(3) 市町村が保有する給水機材一覧

平成18年4月1日現在

給水タン区分 給水車

ク等運搬（タンク 給水タンク 給水用ポリ容器 給水用ポリ

用トラック一体型） （トラック積載型等） （ビニール）袋

（台数）m m m m m m m m
3 3 3 3 3 3 3 3

� � � � � � � � �

2.00 ２.00 1.50 1.00 0.60 0.50 0.30 0.22 600 70 20 18 10 5 その他 20 18 10 その他地 域

能 代 地 域 1 2 180 1,300 1

二ツ井地域 1 57

合 計 1 1 2 237 1,300 1

４ 埋葬・火葬に関する資料

(1) 火葬場一覧

地 域 名称 所在地 管理部署 炉数

能 代 地 域 能代市斎場 能代市萩の台10-7 能代市環境部環境衛生課 3

二ツ井地域 藤里町斎場風華苑 藤里町矢坂字釜の沢岱11 藤里町町民生活課 2

(2) 市が設置する墓地

地 域 施設名 所在地 管理者（部署）

能代地域 向能代金山墓地公園 能代市向能代字平影野2-2 能代市環境部環境衛生課

二ツ井地域 二ツ井墓地 能代市二ツ井町字高関145-1 能代市環境部環境衛生課
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第５ 安否情報に関する資料

１ 安否情報の収集・提供に関する資料

(1) 「武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の

手続その他の必要な事項を定める省令」

武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続

その他の必要な事項を定める省令

平成十七年三月二十八日総務省令第四十四号

改正：平成十八年三月三十一日総務省令第五十号

武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成十六年政令第二百七

十五号）第二十五条第二項及び第二十六条第四項（これらの規定を同令第五十二条において準用

する場合を含む ）の規定に基づき、武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安否情報。

の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令を次のように定める。

（安否情報の収集方法）

第一条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第百十

二号。以下「法」という ）第九十四条第一項及び第二項（法第百八十三条において準用する場合。

を含む ）の規定による安否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民につい。

ては様式第一号を、武力攻撃災害により死亡した住民ついては様式第二号を用いて行うものとす

る。ただし、やむを得ない場合は、地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。

（安否情報の報告方法）

第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成十六年政令

第二百七十五号。以下「令」という ）第二十五条第二項（令第五十二条において準用する場。

合を含む ）の総務省令で定める方法は、法第九十四条第一項（法第百八十三条において準用。

する場合を含む ）に規定する安否情報を様式第三号により記載した書面（電子的方式、磁気。

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同

じ ）の送付とする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない。

場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。

（安否情報の照会方法）

（ 。 。）第三条 法第九十五条第一項 法第百八十三条において準用する場合を含む 次条において同じ

の規定による安否情報の照会は、令第二十六条第一項（令第五十二条において準用する場合を

含む ）に規定する事項を様式第四号により記載した書面を総務大臣又は地方公共団体の長に。

提出することにより行うものとする。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合、

安否情報について照会をしようとする者が遠隔の地に居住している場合その他この方法による

ことができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。

１ 法第九十五条第一項（法第百八十三条において準用する場合を含む。次条において同じ ）の。

規定により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住



- 56 -

、 、所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証 健康保険の被保険証

外国人登録証明書、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の四十四第一項

に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類

であって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は

提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該書類を提示し、若しくは提

出することができない場合又は前項ただし書きの場合にあっては、当該安否情報を照会する者

が本人であることを確認するために総務大臣又は地方公共団体の長が適当と認める方法による

ことができる。

３ 前項ただし書の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長が安否情報を照会する者が本

人であることを確認するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必

要な資料の提出を求めることができる。

（安否情報の回答方法）

第四条 法第九十五条第一項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難住

民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別そ

の他必要な事項を様式第五号により記載した書面を交付することにより行うものとする。ただ

し、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その

他の方法によることができる。

附 則

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

（総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一

部改正）

第二条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

（平成十五年総務省令第四十八号）の一部を次のように改正する。

別表電気通信事業紛争処理委員会令（平成十三年政令第三百六十二号）の項の次に次のよう

に加える。

武力攻撃事態等における国民の保護のため 第二十五条第二項

の措置に関する法律施行令（平成十六年政

令第二百七十五号）

別表独立行政法人情報通信研究機構の業務（通信・放送開発金融関連業務を除く ）に係る財。

務及び会計に関する省令（平成十六年総務省令第六十九号）の項の次に次のように加える。

武力攻撃事態等における安否情報の報告方 第二条及び第三条

法並びに安否情報の照会及び回答の手続そ

の他の必要な事項を定める省令（平成十七

年総務省令第四十四号）

附 則

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、本則に一条を加える改正規定及び附則第

二条の別表の改正規定のうち第五条にかかる部分については、平成十九年四月一日から施行する。
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（第１条関係）様式第１号

安 否 情 報 収 集 様 式 （ 避 難 住 民 ・ 負 傷 住 民 ）
記入日時（ 年 月 日 時 分）

① 氏 名

② フ リ ガ ナ

③ 出 生 の 年 月 日 年 月 日

④ 男 女 の 別 男 女

⑤ 住 所 （郵便番号を含む ）。

⑥ 国 籍 日本 その他（ ）

⑦ その他個人を識別するための情報

⑧ 負傷（疾病）の該当 負傷 非該当

⑨ 負傷又は疾病の状況

⑩ 現在の居所

⑪ 連絡先その他必要情報

⑫ 親族・同居者からの照会があれば、①～⑪を回答

する予定ですが、回答を希望しない場合は、○で囲ん 回答を希望しない

で下さい。

⑬ 知人からの照会があれば①⑦⑧を回答する予定で

すが、回答を希望しない場合は○を囲んで下さい。 回答を希望しない

⑭ ①～⑪を親族・同居者・知人以外の者からの照会

に対する回答又は公表することについて、同意するか 同意する

どうか○で囲んで下さい。

同意しない

※ 備 考

（注１） 本収集は、国民保護法第９４条第１項の規定に基づき実施するものであり、個人保護の保

護に十分に留意しつつ、上記⑫～⑭の意向に沿って同法第９５条第１項の規定に基づく安否

情報の照会に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）

や避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の

収集、パソコンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。

（注２） 親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。また、知

人とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。

（注３） 「③出生年月日」欄は元号表記により記入すること。

（注４） 回答情報の限定を希望する場合は備考欄にご記入願います。
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（第１条関係）様式第２号

安 否 情 報 収 集 様 式 （ 死 亡 住 民 ）
記入日時（ 年 月 日 時 分）

① 氏 名

② フ リ ガ ナ

③ 出 生 の 年 月 日 年 月 日

④ 男 女 の 別 男 女

⑤ 住 所 （郵便番号を含む ）。

⑥ 国 籍 日本 その他（ ）

⑦ その他個人を識別するための情報

⑧ 死亡の日時、場所及び状況

⑨ 遺体が安置されている場所

⑩ 連絡先その他必要情報

同意する⑪ ①～⑩を親族・同居者・知人以外の者からの照会

同意しないに対する回答することへの同意

※ 備 考

（注１） 本収集は、国民保護法第９４条第１項の規定に基づき実施するものであり、親族・知人に

ついては、個人情報の保護に十分留意しつつ、原則として親族・同居者・知人からの照会が

あれば回答するとともに、上記⑪の意向に沿って同法９５条第１項の規定に基づく安否情報

の照会に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や避

、 。 、 、難残留者の確認事務のため 行政内部で利用することがあります さらに 記入情報の収集

パソコンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。

（注２） 親族・同居者・知人であるかの確認は申請書面により形式的審査を行います。また、知人

とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。

（注３） 「③出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。

（注４） 回答情報の限定を希望する場合は備考欄にご記入願います。

⑪の同意回答者名 連絡先

同意回答者住所 続 柄

（注５） ⑪の回答者は、配偶者又は直近の直系親族を原則とします。
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（第２条関係）様式第３号 安 否 情 報 報 告 書
報告日時： 年 月 日 時 分
市町村名： 担当者名：

連絡先その他安否武力攻撃災害により死 負傷又は疾病避難住民に該当 同意の その他個人を識別
亡し又は負傷した住民 男女の別氏 名 フリガナ 住 所 国籍 居所 備 考出生の年月日 の確認に必要と認の状況するか否かの別 有無 するための情報に該当するか否かの別 められる情報

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し 「武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には、
「死亡 「負傷」又は「非該当」と記入すること。」、

３ 「同意の有無」欄には、安否情報の提供に係る同意について「有」又は「無」と記入すること。この場合において、当該同意について特段の条件がある場合は、
当該条件を「備考」欄に記入すること。

４ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。
５ 「国籍」欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること。
６ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては 「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し 「居所」、 、
欄に「死体の所在」を記入すること。
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（第３条関係）様式第４号

安 否 情 報 照 会 書

総 務 大 臣 年 月 日

（ 都 道 府 県 知 事 ） 殿

（ 市 町 村 長 ）

申 請 者

住 所

氏 名

下 記 の 者 に つ い て 、 武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 国 民 の 保 護 の た め の 措 置

に 関 す る 法 律 第 ９ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 安 否 情 報 を 照 会 し ま す 。

照 会 を す る 理 由

備 考

照 氏 名
会
に
係 フ リ ガ ナ
る
者
を 出生の年月日
特
定
す 男 女 の 別
る
た
め 住 所
に
必

国 籍要
（日本国籍を有しない者に限る ）。な

事
そ の 他 個 人 を 識 別項
す る た め の 情 報

※ 申 請 者 の 確 認

※ 備 考

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地を記入すること。
３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。
４ ※印の欄は記入しないこと。
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（第４条関係）様式第５号

安 否 情 報 回 答 書

年 月 日

殿

総 務 大 臣

（ 都 道 府 県 知 事 ）

（ 市 町 村 長 ）

年 月 日 付 け で 照 会 が あ っ た 安 否 情 報 に つ い て 、 下 記 の

と お り 回 答 し ま す 。

避 難 住 民 に 該 当 す る か 否 か

の 別

武 力 攻 撃 災 害 に よ り 死 亡 し
又 は 負 傷 し た 住 民 に 該 当 す
る か 否 か の 別

住 所

照 会 に 係 る 者 氏 名

フリガナ

出 生 の 年 月 日 男 女 の 別

その他個人を識別するため国 籍
（日本国籍を有しない者に限る ） の情報。

負 傷 又 は 疾 病
居 所 の 状 況

連 絡 先 そ の 他 安 否
の 確 認 に 必 要 と 認
め ら れ る 情 報

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し 「武、

力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡 、」
「負傷」又は「非該当」と記入すること。

３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。
４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては 「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」、

と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し 「居所」欄に「死、
体の所在」を記入すること。
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(2) 安否情報の収集及び提供に係る留意事項（平成17年4月1日消防国第22号通知一部抜粋）

第一 安否情報の収集及び提供に関する基本的事項

１ 他の国民保護のための措置との関係について

安否情報の収集及び提供は、武力攻撃事態等という極限状況の中で行う措置であること

から、一定の限界があり、武力攻撃事態等や武力攻撃災害等の状況を踏まえ、他の国民の

保護のための措置の実施状況を勘案し、その緊急性や必要性を踏まえて行えば足りるもの

であることに留意すること。

２ 個人情報の保護等への配慮について

（ 。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 平成16年法律第112号

以下「国民保護法」という ）の規定及び国民の保護に関する基本指針（平成17年3月25。

日閣議決定。以下「基本指針」という ）を踏まえ、安否情報の収集及び提供に当たって。

は、個人情報の保護及び報道の自由について特に配慮願いたいこと。

第二 安否情報の収集に関する事項

１ 市町村長の行う安否情報の収集

（１）市町村長は、避難住民の誘導の際に、避難住民等から任意で収集した情報のほか、

住民基本台帳、外国人登録原票等市町村が平素から行政事務の円滑な遂行のために保

有する情報を参考に、避難者名簿を作成する等により安否情報の収集を行うものとす
る。

（２）市町村長は （１）に加えて、消防機関からの情報収集を行うほか、あらかじめ把、

握している運送機関、医療機関、諸学校、大規模事業所等安否情報を保有している関

係機関に対し、安否情報の収集について協力を求めるものとする。

２ 都道府県知事の行う安否情報の収集

（１）都道府県知事は、市町村長の行う安否情報の収集を支援するという立場から、当該

都道府県の区域内の市町村における安否情報の収集法法、収集先などの安否情報収集

体制を平素から把握することにより、都道府県と市町村の安否情報収集における役割

分担を定めるものとする。
また、必要に応じ市町村における体制整備のための助言を行うよう努め、体制が不

十分な市町村に対しては必要な支援を行うよう努めるものとする。

（２）都道府県知事は、必要に応じて自ら安否情報を収集するほか、都道府県警察への安

否情報の照会を行い、また、運送機関、医療機関、諸学校、大規模事業所等安否情報

を保有している関係機関に対し、安否情報の収集について協力を求めるものとする。
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第三 安否情報の報告に関する事項

１ 市町村長から都道府県知事に対する安否情報の報告

（１）市町村長から都道府県知事に対する安否情報の報告は、安否情報省令に規定する様

式第１号の安否情報報告書に必要な事項を記載した書面の送付により行うものとし、

下記の事項に留意するとともに、別紙２の記入例を参考にすること。

① 安否情報の報告は、収集した安否情報の整理を円滑に行う観点から、できる限り

電子データを電子メールで送信することにより行うものとする。

② ただし、武力攻撃災害等により電気通信設備の機能に支障をきたした場合等電子

メールの送信によることができない場合や、事態が急迫し職員によるデータ入力を
行う時間的余裕がない場合等には、ファクシミリ装置を用いた送信、口頭、電話そ

の他の方法により安否情報の報告を行うことができるものとする。

（２）安否情報の報告時期

、 、① 安否情報の報告は 断片的な安否情報を収集するたび逐次報告を行う必要はなく

武力攻撃事態等の推移や避難住民等の誘導、避難住民等の救援その他の国民の保護

のための措置の実施状況を勘案し、市町村長の判断により都道府県知事に報告する

ほか、都道府県知事からの報告時期の指定があった場合は、当該時期に従って報告

するものとする。

② 都道府県知事は、消防庁からの助言等に基づき、又は独自の判断で、市町村長に

対し安否情報を報告すべき時期を適宜指定するものとする。

③ 都道府県知事は、特に必要があると認める場合には、市町村長に対し、死亡した
者及び重傷者等についての安否情報を優先的に報告するよう求めることができるも

のとする。

２ 都道府県知事から総務大臣（消防庁）への安否情報の報告

（１）都道府県知事から総務大臣（消防庁）への安否情報の報告は、市町村長から都道府

県知事に対する安否情報の報告に準じて行うものとする。

なお、安否情報の報告先については、武力攻撃事態等において消防庁対策本部が設

置された後に、速やかに消防庁対策本部から都道府県知事に対し連絡され、また、安

否情報の報告時期については、適宜消防庁対策本部から都道府県知事に連絡されるこ

とに留意すること。

（２）都道府県は、市町村長からの報告を受けた安否情報及び自ら収集した安否情報につ

いて、名寄せ等を行いできる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努め

るとともに、重複が排除できない情報や真偽が定かではない情報については、安否情

報報告書の備考欄に記述するなど、その旨を明らかにして報告するものとする。
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第四 安否情報の照会に関する事項

１ 安否情報の照会

（１）安否情報の照会をしようとする者は、原則として、安否情報省令に規定する様式第

２号の安否情報照会書に必要な事項を記載した書面を提出することにより行うものと

されている。そのため、武力攻撃事態等において、地方公用団体の長は、下記の事項

に留意し、別紙３の記入例を参考として、適切な安否情報の照会が行われるよう住民

に対し周知等を行うものとする。

① 安否情報の照会は、原則として、照会窓口に安否情報照会書を提出することによ

り行うものとする。

② ただし、安否情報について照会をしようする者が遠隔地に居住している場合や窓
口に人が殺到すること等による危険を回避するため必要がある場合等には、電子メ

ールの送信、ファクシミリ装置を用いた送信、口頭、電話その他の方法により照会

を行うことができるものとする。

（２）安否情報の照会に当たっては、照会をする理由、照会に係る者を特定するために必

要な事項等を明らかにさせるとともに、必要に応じて本人であることを証明する書類

（運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証等）の提示を求めるものとする。

また （１）②の窓口における書面の提出による照会以外の場合にあっても、同様、

に、必要な事項を明らかにさせること。

第五 安否情報の回答に関する事項

１ 安否情報の回答

（１）安否情報の回答方法

安否情報の回答は、原則として、安否情報省令に規定する様式第３号の安否情報回

答書に必要な事項を記載した書面の交付により行うものとし、下記の事項に留意する

とともに、別紙４の記入例を参考とすること。

① 安否情報の回答は、原則として、窓口において書面を交付することにより行うも

のとする。

② ただし、安否情報の照会方法に応じて電子メールの送信、ファクシミリ装置を用

いた送信、口頭、電話その他の方法による回答も可能とする。

③ 安否情報を回答した場合は、照会を行った者の氏名等及び回答した安否情報の内
容等について、できる限りその回答状況を記録しておくものとする。

（２）避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当

するか否かについて回答する場合には、下記の事項に留意すること。

① 安否情報の回答は、安否情報の照会が「不当な目的」によるものと認めるとき又
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は安否情報の照会に対する回答により知り得た事項が「不当な目的に使用」される

おそれがあると認めるときを除き、当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か

及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かを回答するもの

とする。

② この場合において 「不当な目的」とは、他人の安否情報を知ることが社会通念、

上相当と認められる必要性ないし合理性がないにもかかわらず、その安否情報を探

索したり、暴露したりなどしようとすることをいい、例えば、債権を取り立てるた

め債務者の所在を聞き出すための目的で行われる場合などを指す。

③ 「不当な目的に使用」とは、例えば、住民の住所、氏名等を転記して名簿を作成

し、これを不特定多数の者に頒布、販売するような行為などを指す。

「 」 「 」 、 、④ 不当な目的 又は 不当な目的に使用 を判断するに当たっては 本人の確認

照会をする理由の真実性の確認等により判断するものとする。

⑤ 安否情報の照会が、窓口における書面の提出以外の電子メールの送信、ファクシ
ミリ装置を用いた送信、口頭、電話その他の方法により行われた場合は、照会をし

ようとする者の本人確認や「不当な目的」等の確認について特に注意するものとす

る。

（３）居所、負傷又は疾病の状況等個人情報の保護に特に配慮を要する安否情報について

回答する場合には、下記の事項に留意すること。

① 避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該

当するか否かに加え、さらに詳細な個人の情報については、照会に係る者の同意が

あるとき又は公益上特に必要があると認めるときに回答を行うことができる。

② 照会に係る者の同意については、原則として、武力攻撃事態等における安否情報

の収集時に、同意を得るものとする。この場合における同意の方法については、原

則として、包括的に安否情報を開示するか否かについて同意を得るものとし、開示
、 、する安否情報の種類を限定したり 開示する対象を限定するなどの同意については

やむを得ない場合に限り行うものとする。

なお、安否情報の開示について同意を得たことを証明するため、安否情報の収集

時にできる限り本人の自筆の署名、押印等を求めるものとする。

③ 「公益上特に必要があると認めるとき」については、一概にその基準を提示する

ことは困難であるが、個人の情報を保護することによる利益と安否情報を公にする

ことの公益上の必要性との比較衡量を行い、公益上の必要性のほうが高いと判断さ

れるときを指す。

この場合において、公益上の必要性の判断には、開示する情報の範囲の判断も含

まれるものであり、例えば「公益上特に必要があると認めるとき」として報道機関

に安否情報を開示する場合においても「居所」については、具体的な地番までは示

さず 「○○市内の避難所 「病院」等にとどめ 「負傷又は疾病の状況」について、 」 、
は 「重傷 「全治○週間」等にとどめるなどの個人情報の保護に配慮すること。、 」
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第六 その他の留意事項等に関する事項

１ その他の留意事項について

安否情報の収集及び提供に関しては、基本指針において 「国〔総務省、消防庁〕は、、

安否情報の収集及び提供の在り方について、効率的なシステムの検討を行い、円滑な安否

情報の収集及び提供が行われるよう努めるものとする 」とされている。。

これを受けて消防庁では、平成１７年度以降、安否情報の収集及び提供の在り方を検討

するとともに、安否情報の収集及び提供のシステムに必要な基本的機能を整理した上で、

当該システムの具体的な開発に取り組む予定である。

そのため、武力攻撃事態等における安否情報の収集及び提供については、当該システム

の運用体制が整備されるまでの当面の間は、第二から第五に掲げるところに従い、既存の

手段・方法を用いて行うものとする。

２ 安否情報省令の見直しについて

安否情報省令は、地方公共団体及び総務省（消防庁）が現在保有する手段における当面

の間の手続等を定めているものであり、今後の国における検討の進展に伴い、必要に応じ

その見直しを行う予定であること。
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　　【別紙２】
　　様式第３号（第２条関係）（記入例）

報告日時：１７年　４月　１日１２時００分
市町村名：××市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      　　　　　　　　担当者名： ××　太郎 

避 難 住 民 に 該
当 す る か 否 か
の 別

武力攻撃災害により
死亡し又は負傷した

住民に該当するか否

同意の
有無

氏　名 フリガナ 出生の年月日
男女の

別
住　所 国籍

その他個人を識
別するための情

報
居所

連絡先その他安
否の確認に必要

と認められる情
備 　 考

該当 負傷 有 ○ 山 　 × 雄 マルヤマ　バツオ S33.2.2 男 ○○県××市△△町１－１－１

○○県立病院

（××市△△町５－５

－５）
軽傷

落下物による

頭部打撲

該当 非該当 有 消 防 　 太 郎
ショウボウ　タロ

ウ S17.5.4 男 ○○県××市◇◇町２－２－２

◇◇小学校
（××市◇◇町１－２

－３）

息子　消防次郎氏
（△△市○△町２－

２－２）

該当 死亡 有 消 防 　 花 子
ショウボウ　ハナ

コ S20.11.5 女 ○○県××市◇◇町２－２－２

○○県立病院
（××市△△町５－５

－５）
死亡 死亡　4.1 9:00

爆発により死亡

該当 非該当 無 不 明 不明 不明 男 不明 不明
赤い帽子を被った

2,3歳児

身長100cm程度

◇◇小学校

（××市◇◇町１－２

－３）

避難の際に

はぐれた様子

該当 非該当 有 ◇ 田 　 国 ○
シカクダ　クニマ

ル
S44.9.12 男 ○○県××市◇◇町６－１－１

◇◇小学校
（××市◇◇町１－２

－３）

旅行者

該当 非該当 有 ◇ 田 　 ○ 子 シカクダ　マルコ S46.1.19 女 ○○県××市◇◇町６－１－１

◇◇小学校
（××市◇◇町１－２

－３）

該当 非該当 有 ◇ 田 　 国 △
シカクダ　クニサ

ン H11.8.18 男 ○○県××市◇◇町６－１－１

◇◇小学校

（××市◇◇町１－２

－３）

該当 負傷 有 家 ○ 　 進 一
イエマル　シンイ

チ S32.10.16 男 △△県○○町××２－１－２

○○県赤十字病院
（××市◇◇町３－４

－５）
重傷

崩壊家屋の下敷
きとなり、骨折

数箇所

かかりつけ病院
△△県立病院

該当 非該当 有 山 下 　 Ｍ 夫 ヤマシタ　エムオ S21.2.4 男 ○○県××市◇◇町４－５－６

◇◇小学校
（××市◇◇町１－２

－３）

該当 非該当 有 山 下 　 Ｎ 子 ヤマシタ　エヌコ S24.12.28 女 ○○県××市◇◇町４－５－６

◇◇小学校

（××市◇◇町１－２

－３）

該当 非該当 有 山 下 　 Ｏ 次 ヤマシタ　オオジ S51.3.3 男 ○○県××市◇◇町４－５－７

◇◇小学校
（××市◇◇町１－２

－３）

該当 負傷 有 山 下 　 Ｐ 子 ヤマシタ　ピーコ S46.7.7 女 ○○県××市◇◇町４－５－７

◇◇小学校
（××市◇◇町１－２

－３）
軽傷 3.31　23:00ガラ

ス片による裂傷

該当 負傷 有 ケビン・ガ * * * * Kevin Ga**** S51.3.11 男 **** Ave. McLean, Virginia 22101 米国
○○県立病院

（××市△△町５－５

－５）
重傷

4.1　爆発に巻き

込まれ、全身火

傷

身元引受人　大山○

夫氏（電話番号

0**-***-1111)

負傷又は疾病の状況

の提供は拒否

該当 非該当 無 楊　* * * * Yao **** S55.6.18 男 ○○県××市◇◇町３－４－５ 中国
◇◇小学校

（××市◇◇町１－２

－３）

身元引受人　小山×
雄氏（電話番号

0**-***-1234）

備考 １　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２　「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には
　「死亡」、「負傷」又は「非該当」と記入すること。
３　「同意の有無」欄には、安否情報の提供に係る同意について「有」又は「無」と記入すること。この場合において、当該同意について特段の条件がある場合は、
　当該条件を「備考」欄に記入すること。
４　「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。
５　「国籍」欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること。
６　武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」
　欄に「死体の所在」を記入すること。

安 否 情 報 報 告 書

負傷又は疾病の
状況
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【別紙３】

様式第４号 （記入例）（第３条関係）

安 否 情 報 照 会 書

１ ７ 年 ４ 月 １ 日

総 務 大 臣 殿

申 請 者

住 所 ○ ○ 県 □ □ 市 △ △ 町 １ － １

氏 名 ○ 山 ×子

下 記 の 者 に つ い て 、 武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 国 民 の 保 護 の た め の 措 置

に 関 す る 法 律 第 ９ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 安 否 情 報 を 照 会 し ま す 。

父親の負傷又は疾病の状況を確認し、今どこにいるかを
照 会 を す る 理 由

知りたいが、電話での連絡が取れないため

備 考 連 絡 先 ０ ＊ ＊ － ２ ５ ３ － ＊ ＊ ＊ ＊

照 氏 名 ○ 山 × 雄
会
に
係 フ リ ガ ナ マ ル ヤ マ バ ツ オ
る
者
を 出生の年月日 Ｓ ３ ３ ． ２ ． ２
特
定
す 男 女 の 別 男
る
た
め 住 所 ○ ○ 県 × × 市 △ △ 町 ２ － ２ － ２
に
必

国 籍要
（日本国籍を有しない者に限る ）。な

事
そ の 他 個 人 を 識 別項
す る た め の 情 報

※ 申 請 者 の 確 認 運 転 免 許 証 に よ り 確 認

※ 備 考 窓 口 に お け る 書 面 の 提 出

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地を記入すること。
３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。
４ ※印の欄は記入しないこと。
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【別紙４】

様式第５号 （記入例）（第４条関係）

安 否 情 報 回 答 書

１ ７ 年 ４ 月 １ 日

○ 山 × 子 殿

総 務 大 臣

１ ７ 年 ４ 月 １ 日 付 け で 照 会 が あ っ た 安 否 情 報 に つ い て 、 下 記 の と お

り 回 答 し ま す 。

避 難 住 民 に 該 当 す る か 否 か
該 当

の 別

武 力 攻 撃 災 害 に よ り 死 亡 し
又 は 負 傷 し た 住 民 に 該 当 す 負 傷
る か 否 か の 別

住 所 ○ ○ 県 × × 市 △ △ 町 １ － １ － １

照 会 に 係 る 者 氏 名 ○ 山 × 雄

フリガナ マ ル ヤ マ バ ツ オ

出 生 の 年 月 日 Ｓ ３ ３ ． ２ ． ２ 男 女 の 別 男

その他個人を識別するため国 籍
（日本国籍を有しない者に限る ） の情報。

○ ○ 県 立 病 院 負 傷 又 は 疾 病 軽 傷
居 所 の 状 況 (落下物による頭部打撲)（○○県××市△△町５－５－５）

連 絡 先 そ の 他 安 否
の 確 認 に 必 要 と 認
め ら れ る 情 報

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し 「武、

力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡 、」
「負傷」又は「非該当」と記入すること。

３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。
４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては 「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」、

と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し 「居所」欄に「死、
体の所在」を記入すること。
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<記入要領>

（様式第３号）

１ 避難住民とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第５４条第１項の規定に
よる避難の指示を受けた住民をいい、当該指示に係る地域に滞在する者も含むことから、当該要避難地域
に住所を有する者及び滞在する者は全て避難住民に該当するものとして取り扱うこと。

２ 外国人であって、氏名をローマ字で記載できる場合には、氏名欄にカタカナで、フリガナ欄にローマ字
で記載する。
また、住所が日本国以外の場合であって、住所をローマ字で記載できる場合には、住所欄にローマ字で

記載する。

３ 国籍欄には、外務省発行の「国名表」を参考に国籍を簡潔に記載する。
「国名表」に未掲載の国にあっては 「その他」と記載する。、

４ その他個人を識別するための情報欄には、氏名、出生の年月日、男女の別、住所、国籍のいずれかが不
明な場合に、当該情報に代えて個人を識別することができるような身体的特徴等を記載する。

５ 居所欄には、避難施設の名称及び住所など、避難住民等の現在の所在をできるだけ具体的に記載する。

６ 負傷又は疾病の状況欄には、負傷の程度を「死亡 「重傷 「軽傷」と区分して記載する。負傷の程度」、 」、
が不明の場合は「不明」と記載するものとし、負傷していない場合は空欄とする。
この場合 「死亡」とは、当該武力攻撃災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認でき、

ないが、死亡したことが確実な者とする。
「重傷」とは、当該武力攻撃災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち１

月以上の治療を要する見込みのものとする。
「軽傷」とは、当該武力攻撃災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち１

月未満で治療できる見込みのものとする。

７ 連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報欄には、親戚や身元引受人の所在・連絡先やかかりつ
けの病院など、避難施設以外で、避難住民本人と連絡を取り得る連絡先等を記載する。

８ 備考欄には、安否情報の公開への同意に関する特段の条件等、特に必要と認める事項を記載する。

９ 氏名、出生の年月日、男女の別、住所、国籍、居所の各欄において不明事項がある場合は 「不明」と、
記載するものとし、その他の欄において特記事項がない場合は空欄とする。

（様式第４号）

１ 照会をする理由欄には、具体的な理由の記載を求めるものとし 「安否確認のため 「取材・報道のた、 」、
め」といった抽象的な記載だけでは具体性があるとはいえず、安否情報のどの部分をどのような目的に利
用するかが明らかになる程度の記載があることを要する。

２ 申請者の確認欄は、回答を行う地方公共団体の長又は総務大臣（消防庁）が記載する欄であり、照会し
ようとする者に対して行った本人確認方法を記載する。特段の本人確認を行っていない場合には、空欄と
する。

３ 備考欄は、回答を行う地方公共団体の長又は総務大臣（消防庁）が記載する欄であり 「窓口における、
書面の提出 「電子メール 「電話」といった照会方法等を記載する。」、 」、


